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一　

序
論（

＊
）

　

バ
レ
ン
シ
ア
王
国
北
部
（
ほ
ぼ
現
カ
ス
テ
リ
ョ
県
）
は
、
も
と
も
と

そ
の
征
服
＝
入
植
運
動
の
歴
史
的
経
緯
か
ら
し
て
、
北
に
隣
接
す
る
ア

ラ
ゴ
ン
王
国
と
の
政
治
的
か
つ
法
的
・
制
度
的
な
類
縁
関
係
が
き
わ
め

て
濃
厚
な
地
域
で
あ
る
。
バ
レ
ン
シ
ア
王
国
の
征
服
は
一
二
三
三
～

四
五
年
、
ム
ワ
ッ
ヒ
ド
朝
の
解
体
に
と
も
な
い
事
実
上
三
タ
ー
イ
フ
ァ

（
北
部
の
〔
ム
ワ
ッ
ヒ
ド
系
〕
元
国
王
ア
ブ
ー
・
ザ
イ
ド
、
中
部
の
〔
反

ム
ワ
ッ
ヒ
ド
朝
の
〕
ザ
イ
ヤ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
マ
ル
ダ
ニ
ー
シ
ュ
、
南

部
の
反
乱
者
イ
ブ
ン
・
フ
ー
ド
）
に
分
裂
を
み
た
王
国
の
内
情
そ
の
ま

ま
に
、
都
合
三
回
の
遠
征
を
つ
う
じ
て
段
階
的
に
征
服
さ
れ
た（

１
）。
も
っ

と
も
、
第
一
段
階
を
な
す
一
二
三
〇
年
代
の
王
国
北
部
の
征
服
は
、
テ

ル
エ
ル
の
巨
大
な
属
域
と
騎
士
団
領
を
筆
頭
に
聖
界
領
と
が
卓
越
し
た

ア
ラ
ゴ
ン
南
部
か
ら
事
実
上
排
除
さ
れ
た
ア
ラ
ゴ
ン
貴
族
が
（
元
国
王

一
四
世
紀
前
半
バ
レ
ン
シ
ア
＝
ア
ラ
ゴ
ン
王
国
境
界
に
お
け
る
村
落
共
同
体
と
流
通
回
路

─
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
と
プ
エ
ル
ト
ミ
ン
ガ
ル
ボ
①

─足　
　

立　
　
　
　
　

孝

ア
ブ
ー
・
ザ
イ
ド
と
の
協
定
を
尊
重
す
る
）
王
権
の
意
に
反
し
て
独
自

に
展
開
し
た
も
の
で
あ
り
、
お
も
に
サ
ラ
ゴ
ー
サ
の
フ
エ
ロ
の
賦
与
を

旨
と
す
る
入
植
許
可
状
の
系
統
的
な
発
給
を
梃
子
に
、
入
植
運
動
の
組

織
化
を
図
っ
た
の
も
ま
さ
し
く
ア
ラ
ゴ
ン
貴
族
で
あ
っ
た
。
今
日
の
コ

マ
ル
カ
（
郡
）
に
そ
く
し
て
い
え
ば
、
北
か
ら
順
に
、
ム
レ
ー
リ
ャ
を

中
心
に
バ
シ
ュ
・
マ
エ
ス
ト
ラ
ッ
ト
北
部
、
エ
ル
ス
・
ポ
ル
ツ
、
ア
ル

ト
・
マ
エ
ス
ト
ラ
ッ
ト
が
ブ
ラ
ス
コ
・
デ
・
ア
ラ
ゴ
ン
、
ア
ル
カ
ラ
テ

ン
が
エ
シ
メ
ノ
・
デ
・
ウ
レ
ア
、
ア
ル
ト
・
ミ
リ
ャ
ル
ス
が
改
宗
し
た

元
国
王
ア
ブ
ー
・
ザ
イ
ド
と
、
互
い
の
子
息
の
結
婚
を
介
し
て
彼
と
強

固
な
同
盟
関
係
を
結
び
ほ
ぼ
そ
の
所
領
全
体
を
継
承
し
た
国
王
代
理
エ

シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
・
デ
・
タ
ラ
ソ
ー
ナ
（
の
ち
ア
レ
ノ
ス
）、
ア
ル
ト
・

パ
ラ
ン
シ
ア
が
国
王
ハ
イ
メ
一
世
の
庶
子
に
し
て
王
国
の
ア
ラ
ゴ
ン
貴

族
の
領
袖
ハ
イ
メ
・
デ
・
ヘ
リ
カ
や
国
王
ペ
ド
ロ
三
世
庶
子
の
ハ
イ
メ
・

ペ
レ
ス
・
デ
・
セ
ゴ
ル
ベ
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
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ザ
騎
士
団
領
研
究
を
皮
切
り
に
、
当
初
よ
り
大
所
領
の
発
達
を
み
た
当

該
地
域
を
専
門
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
の
で
あ

る（
５
）。

　

以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、
当
該
地
域
が
ア
ラ
ゴ
ン
王
国
の
政
治
的
動
向

の
影
響
を
免
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
十
分
に
う
な
ず
け
る
。
王
権
は
枯
渇

一
途
の
財
政
を
立
て
直
す
べ
く
一
三
世
紀
を
つ
う
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
名

目
で
租
税
の
導
入
・
増
強
を
図
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
ア
ラ
ゴ
ン
王
国
で

は
既
存
の
諸
特
権
の
侵
害
と
み
な
さ
れ
、
貴
族
・
教
会
・
都
市
共
同
体

の
組
織
的
な
抵
抗
を
呼
び
起
こ
し
、
一
二
八
三
年
九
月
の
タ
ラ
ソ
ー
ナ

宣
誓
を
起
点
に
い
わ
ゆ
る
ウ
ニ
オ
ン
（U

nión

）
の
結
成
を
促
さ
ず
に

お
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
バ
レ
ン
シ
ア
王
国
の
（
ア
ラ
ゴ
ン
の
フ

エ
ロ
を
共
有
す
る
）
ア
ラ
ゴ
ン
貴
族
も
名
を
連
ね
て
お
り
、
国
王
ペ
ド

ロ
三
世
が
聖
俗
貴
族
・
都
市
と
の
合
意
に
よ
り
同
年
一
〇
月
三
日
に「
ア

ラ
ゴ
ン
総
特
権
」（El	Privilegio	General	de	A

ragón

）
を
発
給
し

た
お
り
に
は
、
同
時
に
バ
レ
ン
シ
ア
王
国
に
お
け
る
ア
ラ
ゴ
ン
の
フ
エ

ロ
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
を
認
可
す
る
ば
か
り
か（

６
）、
一
二
月
に

な
っ
て
も
な
お
、
同
フ
エ
ロ
を
め
ぐ
る
貴
族
・
騎
士
・
イ
ン
フ
ァ
ン
ソ

ン
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
の
矢
面
に
立
た
さ
れ
て
い
る（

７
）。
ビ
セ
ン
・
バ
イ

ダ
ル
・
サ
ラ
に
よ
れ
ば
、（
本
来
バ
レ
ン
シ
ア
都
市
法
を
起
源
と
す
る
）

バ
レ
ン
シ
ア
の
フ
エ
ロ
の
牙
城
バ
レ
ン
シ
ア
市
を
筆
頭
と
す
る
都
市
共

同
体
と
ア
ラ
ゴ
ン
の
フ
エ
ロ
を
固
持
す
る
貴
族
と
の
法
的
な
分
断
・
対

立
状
態
は
一
四
世
紀
に
入
っ
て
も
依
然
と
し
て
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な

く
、
増
大
一
途
の
補
助
税
の
協
賛
に
お
い
て
も
議
会
立
法
の
制
定
に
お

い
て
も
王
国
議
会
（
コ
ル
ツ
〔Corts

〕）
の
部
会
間
合
意
は
ま
ま
な
ら

　

こ
う
し
て
、
ロ
ー
マ
法
の
影
響
色
濃
い
バ
レ
ン
シ
ア
の
フ
エ
ロ

（Furs	de	V
alència

）
を
共
通
法
に
固
有
の
王
国
を
な
し
た
バ
レ
ン

シ
ア
王
国
の
北
部
に
、
ア
ラ
ゴ
ン
貴
族
の
大
所
領
、
さ
ら
に
い
え
ば
、

ア
ラ
ゴ
ン
の
フ
エ
ロ
（Fueros	de	A

ragón

）
を
堅
持
す
る
貴
族
所

領
が
卓
越
し
た
空
間
が
広
く
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る（

２
）。以
上
の
う
ち
、

ム
レ
ー
リ
ャ
は
一
二
四
二
年
頃
の
ブ
ラ
ス
コ
・
デ
・
ア
ラ
ゴ
ン
の
死
亡

を
契
機
に
、
生
前
の
合
意
ど
お
り
王
領
地
に
編
入
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

こ
で
は
あ
た
か
も
貴
族
の
進
出
に
対
抗
す
る
か
の
よ
う
に
、
約

一
一
〇
〇
㎢
の
広
大
な
属
域
に
二
〇
あ
ま
り
の
ア
ル
デ
ア（
属
域
村
落
）

を
包
含
す
る
、
テ
ル
エ
ル
と
同
様
の
国
王
ウ
ィ
ラ
＝
コ
ン
セ
ホ
型
の
空

間
編
成
が
全
面
的
に
採
用
さ
れ
て
い
る（

３
）。
同
じ
く
ア
ラ
ゴ
ン
南
部
と
の

共
通
性
と
い
う
意
味
で
は
、
王
国
の
境
界
の
南
北
で
マ
エ
ス
ト
ラ
ス
ゴ

＝
マ
エ
ス
ト
ラ
ッ
ト
と
い
う
同
一
の
コ
マ
ル
カ
呼
称
が
そ
の
痕
跡
を
と

ど
め
る
よ
う
に
、
テ
ン
プ
ル
騎
士
団
（
解
体
後
一
三
一
七
年
よ
り
サ
ン

タ
・
マ
リ
ア
・
デ
・
モ
ン
テ
ー
ザ
騎
士
団
）、
聖
ヨ
ハ
ネ
騎
士
団
、
カ

ラ
ト
ラ
ー
バ
騎
士
団
の
進
出
も
見
過
ご
せ
な
い
。
ロ
バ
ー
ト
・
イ
グ
ナ

テ
ィ
ウ
ス
・
バ
ー
ン
ズ
は
か
つ
て
、（
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
王
国
全
体

の
一
部
に
す
ぎ
ず
）
強
力
な
王
権
と
旺
盛
な
都
市
的
か
つ
商
業
的
な
活

動
を
根
拠
に
、
王
国
の
封
建
的
な
性
格
に
お
お
い
に
疑
問
符
を
付
し

た（
４
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
ス
ペ
イ
ン
学
界
で
主
流
な

の
は
、
む
し
ろ
征
服=

入
植
運
動
の
進
展
と
連
動
し
て
封
建
制
は
拡

大
し
た
と
す
る
理
解
で
あ
る
。
エ
ン
リ
ク
・
ギ
ノ
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
所

説
は
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
潮
流
を
牽
引
す
る
も
の
で
あ
る
が
、そ
れ
は
、

彼
の
一
連
の
研
究
が
も
と
も
と
、
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
デ
・
モ
ン
テ
ー
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市
場
史
・
商
業
史
的
な
問
題
系
に
触
発
さ
れ
て
、
王
国
の
枠
組
み
を
越

え
る
双
方
向
的
な
経
済
活
動
に
お
お
い
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
中
世
後
期
内
陸
商
業
を
め
ぐ
る
サ
ラ
ゴ
ー
サ
大
学
の
助
成
研

究
「
ア
ラ
ゴ
ン
中
世
研
究
セ
ン
タ
ー
」（Grupo	de	Excelencia	de	

Investigación	 “Centro	de	Estudios	M
edievales	de	A

ragón ”

）

の
一
連
の
共
同
研
究
（『
中
世
ア
ラ
ゴ
ン
に
お
け
る
経
済
発
展
と
市
場

の
形
成
（
一
二
〇
〇
～
一
三
五
〇
年
）』『
あ
る
統
合
経
済
。
ア
ラ
ゴ
ン

に
お
け
る
商
業
・
制
度
・
市
場
（
一
三
〇
〇
～
一
五
〇
〇
年
）』『
中
世

後
期
の
消
費
・
商
業
・
文
化
変
容
。
一
四
・
一
五
世
紀
ア
ラ
ゴ
ン
』）
が

そ
れ
で
あ
る）

（1
（

。
そ
こ
で
は
、
一
連
の
論
考
に
よ
っ
て
、
ア
ラ
ゴ
ン
南
部

の
在
地
商
業
が
両
王
国
を
ま
た
ぐ
活
発
な
地
域
間
商
業
と
い
か
に
緊
密

に
結
び
つ
い
て
い
た
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
王
国
に

下
る
。
ア
ラ
ゴ
ン
と
バ
レ
ン
シ
ア
と
の
社
会
的
・
経
済
的
・
商
業
的
諸

関
係
（
一
三
・
一
四
世
紀
）』
と
銘
打
た
れ
た
共
同
研
究
は
、
こ
れ
ま
た

（
メ
セ
タ
の
テ
ル
エ
ル
住
人
が
平
野
の
バ
レ
ン
シ
ア
に
下
る
と
い
う
）

表
題
か
ら
し
て
ア
ラ
ゴ
ン
研
究
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
が
、
ギ

ノ
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
参
加
を
み
て
い
る
あ
た
り
問
題
意
識
の
共
有
は
も

は
や
隠
し
よ
う
が
な
い）

（1
（

。

　

実
際
、
近
年
ア
ラ
ゴ
ン
南
部
の
地
域
研
究
を
牽
引
す
る
ヘ
ル
マ
ン
・

ナ
バ
ー
ロ
・
エ
ス
ピ
ナ
ク
（
サ
ラ
ゴ
ー
サ
大
学
）
は
、
ア
パ
リ
シ
・
マ

ル
テ
ィ
と
共
同
で
テ
ル
エ
ル
の
毛
織
物
生
産
や
バ
レ
ン
シ
ア
の
織
物
工

を
め
ぐ
る
論
考
を
も
の
し
て
い
る）

（1
（

。
ま
た
、（
同
じ
く
サ
ラ
ゴ
ー
サ
大

学
で
）
テ
ル
エ
ル
か
ら
ア
ル
ト
・
パ
ラ
ン
シ
ア
に
お
よ
ぶ
商
品
流
通
に

光
を
あ
て
た
コ
ン
セ
プ
シ
オ
ン
・
ビ
リ
ャ
ヌ
エ
バ
・
モ
ル
テ
は
そ
れ
に

ず
、
議
会
そ
の
も
の
の
機
能
不
全
を
よ
ぎ
な
く
し
た
と
い
う（

８
）。
そ
れ
が

解
消
さ
れ
た
の
は
理
論
上
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
四
世
国
王
即
位
後
は
じ
め

て
招
集
さ
れ
た
一
三
二
九
～
三
〇
年
の
バ
レ
ン
シ
ア
議
会
で
あ
る
。
こ

こ
で
合
議
の
末
に
制
定
さ
れ
た
通
称
「
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
裁
判
立
法
」

（Jurisdicció	alfonsina,	D
e	iurisdictione	om

nium
	iudicium

）

は
貴
族
に
対
し
て
、
バ
レ
ン
シ
ア
の
フ
エ
ロ
の
受
容
を
条
件
に
、（
民

事
裁
判
権
の
み
な
ら
ず
）
ロ
ー
マ
法
に
由
来
す
る
刑
事
裁
判
全
権

（m
erum

	et	m
ixtum

	im
perium

）
を
賦
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た（
９
）。

そ
の
意
味
で
、
い
か
に
も
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
が
ら
、
本
来
バ
レ
ン
シ

ア
都
市
法
を
起
源
と
す
る
王
国
共
通
法
の
一
本
化
こ
そ
が
、
領
主
制
の

全
面
的
な
確
立
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
両
王
国
に
ま
た
が
る
類
縁
関
係
は
、
社
会
経
済
的
な

方
面
で
は
い
か
に
み
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
バ
レ
ン
シ
ア
北
部
の
地

域
研
究
で
は
と
く
に
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
前
述
の
エ
ン
リ
ク
・
ギ
ノ
・

ロ
ド
リ
ゲ
ス
（
バ
レ
ン
シ
ア
大
学
）
は
も
ち
ろ
ん）

（1
（

、（
ジ
ャ
ウ
メ
一
世

大
学
の
）
カ
ル
レ
ス
・
ラ
バ
ッ
サ
・
バ
ケ
ー
ル）

（（
（

や
ホ
ア
キ
ン
・
ア
パ
リ

シ
・
マ
ル
テ
ィ）

（1
（

、（
バ
レ
ン
シ
ア
大
学
か
ら
サ
ラ
ゴ
ー
サ
大
学
を
経
て

現
在
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
自
治
大
学
の
）
ビ
セ
ン
・
ロ
ー
ジ
ョ
・
ペ
レ
ス）

（1
（

の

一
連
の
仕
事
に
よ
っ
て
、
ム
レ
ー
リ
ャ
と
そ
の
ア
ル
デ
ア
を
中
心
に
エ

ル
ス
・
ポ
ル
ツ
お
よ
び
マ
エ
ス
ト
ラ
ッ
ト
に
お
け
る
羊
毛
商
業
や
毛
織

物
工
業
の
展
開
過
程
が
、
一
三
二
〇
年
代
と
比
較
的
早
期
か
ら
伝
来
す

る
豊
富
な
公
証
人
登
記
簿
を
材
料
に
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き

た
。
こ
こ
で
も
多
分
に
も
れ
ず
王
国
単
位
で
地
域
研
究
の
棲
み
分
け
が

維
持
さ
れ
て
き
た
が
、
今
日
で
は
む
し
ろ
、
ア
ラ
ゴ
ン
研
究
が
掲
げ
る
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必
要
な
公
証
人
登
記
簿
が
一
四
世
紀
を
つ
う
じ
て
ほ
ぼ
伝
来
し
な
い
の

が
む
し
ろ
通
例
で
あ
る
と
い
う
、
史
料
の
一
般
的
な
伝
来
状
況
に
起
因

す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
な
か
で
も
研
究
の
不
在
と
い
う
意
味
で
際

立
っ
て
い
る
の
が
、
前
述
の
ア
レ
ノ
ス
家
が
当
時
領
有
し
た
ミ
リ
ャ
ル

ス
川
上
流
域
の
バ
ロ
ニ
ア
（
バ
ロ
ン
＝
貴
族
領
）
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
ア

ル
ト
・
ミ
リ
ャ
ル
ス
で
あ
る
。

　

む
ろ
ん
、
そ
れ
は
、
当
該
バ
ロ
ニ
ア
が
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
焦
点
は
あ
く
ま
で
も
、
一
三
～
一
五
世

紀
の
バ
ロ
ニ
ア
そ
の
も
の
の
形
成
か
つ
継
承
の
歴
史
、
す
な
わ
ち
、
改

宗
す
る
も
か
つ
て
の
バ
レ
ン
シ
ア
国
王
に
し
て
ム
ワ
ッ
ヒ
ド
朝
カ
リ
フ

の
孫
な
い
し
甥（nepos	A

lm
iram

annolini,	nieto	de	A
lm

iram
om

oni	
[A

m
īr	al-M

u

�minīn]

）
で
あ
る
こ
と
を
生
涯
誇
示
し
な
が
ら
、
現
実
に

は
国
王
ど
こ
ろ
か
王
国
の
一
貴
族
に
転
じ
た
ア
ブ
ー
・
ザ
イ
ド
（
ビ
セ

ン
テ
・
フ
ェ
ラ
ン
デ
ィ
ス
・
デ
・
ベ
ル
ビ
ス
）
か
ら
、
一
二
四
二
年
に

そ
の
娘
ア
ル
ダ
・
フ
ェ
ラ
ン
デ
ィ
ス
を
嫁
に
迎
え
て
バ
ロ
ニ
ア
を
継
承

し
た
国
王
代
理
エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
・
デ
・
タ
ラ
ソ
ー
ナ
以
下
の
ア
レ

ノ
ス
家
を
経
て）

（1
（

、
一
三
五
五
年
に
同
家
の
唯
一
の
継
承
者
ビ
オ
ラ
ン
テ

を
娶
っ
て
バ
ロ
ニ
ア
を
そ
の
巨
大
な
親
王
領
に
加
え
た
ガ
ン
デ
ィ
ア
大

公
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
（
国
王
ハ
イ
メ
二
世
の
孫
）
に
い
た
る
、
バ
ロ
ニ
ア

そ
の
も
の
の
領
有
主
体
の
系
譜
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
結
局
、
プ
エ

ブ
ラ
・
デ
・
ア
レ
ノ
ス
や
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
を
筆
頭
に
、
バ
ロ
ニ
ア

を
構
成
す
る
城
塞
・
ウ
ィ
ラ
に
か
か
わ
る
具
体
的
な
研
究
は
い
ま
な
お

手
つ
か
ず
で
、
二
王
国
に
ま
た
が
る
社
会
経
済
的
関
係
と
い
う
最
近
の

問
題
関
心
に
応
え
ら
れ
る
仕
事
と
な
る
と
、
お
よ
そ
皆
無
と
い
う
の
が

先
立
っ
て
、
い
ず
れ
も
ア
ル
ト
・
ミ
リ
ャ
ル
ス
の
二
村
落
、
ビ
リ
ャ
エ

ル
モ
ー
サ
と
コ
ル
テ
ス
・
デ
・
ア
レ
ノ
ス
と
の
一
五
世
紀
末
の
境
界
紛

争
を
と
り
あ
げ
て
い
る）

（1
（

。
ア
パ
リ
シ
・
マ
ル
テ
ィ
は
と
い
え
ば
、ム
レ
ー

リ
ャ
属
域
村
落
ビ
ラ
フ
ラ
ン
カ
の
公
証
人
登
記
簿
を
用
い
て
、
一
四
世

紀
後
半
～
一
五
世
紀
前
半
に
、
カ
ン
タ
ビ
エ
ハ
を
中
心
と
す
る
マ
エ
ス

ト
ラ
ス
ゴ
と
、
ビ
ラ
フ
ラ
ン
カ
を
含
む
マ
エ
ス
ト
ラ
ッ
ト
と
の
あ
い
だ

で
、
両
王
国
の
政
治
的
境
界
を
越
え
て
、
ヒ
ト
、
モ
ノ
（
羊
毛
、
毛
織

物
、
家
畜
、
穀
物
）、
カ
ネ
が
双
方
向
的
に
行
き
交
う
さ
ま
を
、「
社
会

経
済
的
浸
透
性
」
と
い
う
表
現
を
も
っ
て
描
き
出
し
て
い
る）

（1
（

。
こ
れ
ら

最
近
の
研
究
者
に
と
っ
て
二
つ
の
王
国
の
政
治
的
境
界
は
も
は
や
あ
っ

て
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ア
ラ
ゴ
ン
南
部
と
バ

レ
ン
シ
ア
北
部
と
が
文
字
ど
お
り
地
続
き
の
一
つ
の
空
間
的
単
位
と
み

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

と
は
い
え
、
以
上
に
整
理
し
た
お
お
ま
か
な
研
究
動
向
に
は
、
依
然

と
し
て
き
わ
め
て
大
き
な
欠
落
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
お
も
な
研

究
は
、
空
間
的
に
は
ム
レ
ー
リ
ャ
を
中
心
と
す
る
エ
ル
ス
・
ポ
ル
ツ
お

よ
び
マ
エ
ス
ト
ラ
ッ
ト
の
周
囲
に
集
中
し
て
い
て
、
時
間
的
に
は
早
く

と
も
一
四
世
紀
末
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
一
五
世
紀
を
見
通
さ
な
け
れ
ば
研

究
も
ま
ま
な
ら
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
、
一
四
世

紀
前
半
か
ら
例
外
的
に
豊
富
な
公
証
人
登
記
簿
が
伝
来
す
る
ム
レ
ー

リ
ャ
と
そ
の
ア
ル
デ
ア
を
除
け
ば
（
ム
レ
ー
リ
ャ
の
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・

ラ
・
マ
ジ
ョ
ー
ル
大
助
祭
教
会
歴
史
文
書
館
〔A

rxiu	H
istòric	

Eclesiàstic	de	M
orella

〕
お
よ
び
同
公
証
人
歴
史
文
書
館
〔A

rxiu	
H

istòric	N
otarial	de	M

orella

〕
所
蔵
）、
こ
の
方
面
で
ぜ
ひ
と
も
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の
）
通
行
に
か
か
わ
る
ご
く
わ
ず
か
な
記
述
（
一
三
四
三
年
、
さ
ら
に

は
一
七
世
紀
）
や
、
コ
ル
テ
ス
と
の
境
界
に
近
し
い
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー

サ
の
サ
ン
・
バ
ル
ト
ロ
メ
礼
拝
堂
（
一
三
三
三
年
初
出
）
が
今
日
に
い

た
る
ま
で
ア
ラ
ゴ
ン
南
部
お
よ
び
バ
レ
ン
シ
ア
北
部
の
住
人
が
訪
れ
る

地
方
巡
礼
地
と
化
し
て
い
る
事
実
か
ら
、
間
接
的
か
つ
遡
及
的
に
導
か

れ
た
所
見
で
あ
る）

1（
（

。
む
ろ
ん
、
そ
れ
を
こ
と
さ
ら
に
否
定
す
る
由
は
な

い
が
、
そ
う
か
と
い
っ
て
積
極
的
に
肯
定
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
材
料

に
事
欠
く
と
い
う
ほ
か
な
い
。

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
ア
ラ
ゴ
ン
王
国
最
南
端
、
今
日
の
グ
ダ
ル=

ハ
バ
ラ
ン
ブ
レ
は
サ
ラ
ゴ
ー
サ
大
司
教
領
の
一
村
落
プ
エ
ル
ト
ミ
ン
ガ

ル
ボ
に
、
例
外
的
に
一
四
世
紀
初
頭
か
ら
伝
来
す
る
公
証
人
登
記
簿
の

網
羅
的
な
分
析
を
つ
う
じ
て
、
ア
ラ
ゴ
ン
南
部
の
商
品
流
通
の
一
端
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
つ
と
め
て
き
た）

11
（

。
そ
こ
で
は
、
当
該
村
落
と
隣
接

す
る
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
の
住
人
が
契
約
当
事
者
と
し
て
相
当
数
名
を

連
ね
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
だ
が
、そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。

プ
エ
ル
ト
ミ
ン
ガ
ル
ボ
の
公
証
人
文
書
の
う
ち
、
テ
ル
エ
ル
県
内
の
村

落
文
書
群
（A

rchivos	M
unicipales	T

urolenses

）
の
統
一
的
な

分
類
基
準
で
い
え
ば
、
第
Ⅲ
セ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
た
る
「
公
証
人
文
書
」

（D
ocum

entación	notarial

）
の
三
番
「
フ
ス
テ
ィ
シ
ア
法
廷
記
録
」

（Judiciarios,	actos	de	la	corte	del	Justicia

）
の
な
か
に
、
明
ら

か
に
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
の
公
証
人
の
手
に
な
る
、一
四
世
紀
前
半（
厳

密
に
は
一
三
三
七
～
四
二
年
）
の
バ
ロ
ニ
ア
の
公
証
人
登
記
簿
が
含
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
六
八
番
。
全
一
四
〇
葉
、
二
九
〇
×
一
四
〇
ミ

リ
の
紙
製
）。そ
れ
は
、プ
エ
ル
ト
ミ
ン
ガ
ル
ボ
の
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、

現
状
で
あ
る
。

　
「
二
人
の
ペ
ド
ロ
戦
争
」
終
盤
の
ナ
ヘ
ラ
の
戦
い
（
一
三
六
七
年
）

で
捕
虜
と
な
っ
た
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
は
、
み
ず
か
ら
と
そ
の
身
代
わ
り
と

な
っ
た
子
の
若
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
の
莫
大
な
身
請
金
捻
出
の
た
め
、
同
時

期
に
全
面
的
に
確
立
し
た
国
王
補
助
税
の
そ
れ
に
ほ
と
ん
ど
匹
敵
す

る
、
援
助
金
の
徴
収
・
管
理
組
織
を
構
築
し
た
。
全
体
で
六
つ
の
管
区

（
デ
ニ
ア
伯
領
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
同
伯
領
ム
デ
ハ
ル
、
ア
レ
ノ
ス
の
バ

ロ
ニ
ア
、
ア
ヨ
ー
ラ
渓
谷
、
リ
バ
ゴ
ル
サ
伯
領
、
ビ
リ
ェ
ー
ナ
辺
境
伯

領
）に
各
一
名
の
徴
収
人
＝
会
計
人（collector,	dispenser

）を
配
し
、

毎
年
綿
密
な
収
支
会
計
報
告
書
を
作
成
の
う
え
提
出
さ
せ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
ら
の
相
当
量
が
今
日
、
バ
レ
ン
シ
ア
王
国
文
書
館
（A

rxiu	
del	Regne	de	V

alència

）
の
「
財
務
長
」（M

estre	Racional

）
セ

ク
シ
ョ
ン
に
伝
来
す
る
が
、
バ
ロ
ニ
ア
は
あ
く
ま
で
も
ビ
オ
ラ
ン
テ
・

デ
・
ア
レ
ノ
ス
の
嫁
資
財
産
の
ま
ま
で
、
バ
レ
ン
シ
ア
王
国
か
ら
ム
ル

シ
ア
王
国
に
お
よ
ぶ
巨
大
な
親
王
領
の
一
部
を
な
す
も
の
に
す
ぎ
ず
、

研
究
者
の
目
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の
中
核
を
な
す
デ
ニ
ア
伯
領
に
注
が
れ
、

バ
ロ
ニ
ア
は
お
ろ
か
そ
の
内
部
に
届
く
こ
と
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た）

11
（

。

　

ビ
リ
ャ
ヌ
エ
バ
・
モ
ル
テ
は
、
前
述
の
と
お
り
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ

と
コ
ル
テ
ス
・
デ
・
ア
レ
ノ
ス
と
の
一
五
世
紀
末
の
境
界
紛
争
を
具
体

的
に
検
討
す
る
の
に
先
ん
じ
て
、
王
国
の
境
界
を
挟
ん
で
隣
接
す
る
今

日
の
グ
ダ
ル=

ハ
バ
ラ
ン
ブ
レ
（
テ
ル
エ
ル
県
）
と
ア
ル
ト
・
ミ
リ
ャ

ル
ス
と
の
あ
い
だ
に
さ
か
ん
な
人
的
・
物
的
交
通
が
あ
っ
た
と
想
定
し

て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
両
者
を
つ
な
ぐ
橋
や
道
の
（
無
償
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モ
ー
サ
が
一
四
世
紀
前
半
に
い
か
な
る
領
主
領
の
一
部
を
な
し
て
い
た

か
を
理
解
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
起
点
は
、
イ
ベ
リ
ア

半
島
に
お
け
る
ム
ワ
ッ
ヒ
ド
朝
支
配
が
霧
散
し
、
ふ
た
た
び
タ
ー
イ

フ
ァ
（
群
小
王
国
）
の
乱
立
を
み
た
一
二
二
〇
年
代
末
、
ム
ワ
ッ
ヒ
ド

朝
カ
リ
フ
の
子
孫
（「
信
徒
の
指
導
者
」〔A

m
īr	al-M

u

�minīn

〕
の
孫

な
い
し
甥
）
に
し
て
バ
レ
ン
シ
ア
国
王
ア
ブ
ー
・
ザ
イ
ド
が
、反
ム
ワ
ッ

ヒ
ド
朝
の
ザ
イ
ヤ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
マ
ル
ダ
ニ
ー
シ
ュ
に
よ
っ
て
都
市

バ
レ
ン
シ
ア
を
追
放
さ
れ
た
こ
ろ
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
ア
ブ
ー
・
ザ
イ

ド
は
一
二
二
九
年
四
月
二
〇
日
、（
貢
納
支
払
い
を
対
価
に
）
不
可
侵

協
定
を
結
ん
で
い
た
国
王
ハ
イ
メ
一
世
と
カ
ラ
タ
ユ
ー
で
家
士
契
約
を

結
び
、
ア
レ
ノ
ス
家
の
祖
と
な
る
エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
・
デ
・
タ
ラ
ソ
ー

ナ
、
ア
ル
バ
ラ
シ
ン
領
主
ア
サ
グ
ラ
家
（
ペ
ロ
・
フ
ェ
ラ
ン
デ
ィ
ス
・

デ
・
ア
サ
グ
ラ
）、
ア
ラ
ゴ
ン
騎
士
の
支
援
を
得
て
王
国
の
奪
回
を
め

ざ
し
、
征
服
地
の
四
分
の
一
を
王
権
に
帰
す
る
と
約
束
し
た）

11
（

。
だ
が
、

そ
れ
が
も
は
や
か
な
わ
な
い
と
み
た
か
、
彼
は
一
二
三
二
年
一
月
三
〇

日
、
二
度
目
の
家
士
契
約
を
結
び
、
都
市
バ
レ
ン
シ
ア
の
あ
ら
ゆ
る
権

利
を
ハ
イ
メ
一
世
に
放
棄
し
て
い
る）

11
（

。
そ
れ
は
、
彼
が
王
国
の
奪
回
を

め
ざ
す
元
国
王
で
は
な
く
、
王
国
の
征
服
を
も
く
ろ
む
ア
ラ
ゴ
ン
王
国

の
一
貴
族
と
な
っ
て
王
権
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

彼
は
一
二
三
六
年
、
か
ね
て
ロ
ー
マ
教
皇
に
打
診
し
て
い
た
改
宗
に

実
際
に
ふ
み
き
り
、
さ
っ
そ
く
四
月
二
二
日
、
洗
礼
名
ビ
セ
ン
テ
を
と

も
な
い
な
が
ら
（A

zeyt	A
bu	Zeyt,	vel	potius	V

icentius,	rex	
V

alencie,	nepos	A
lm

iram
annolini

）、
新
設
さ
れ
た
セ
ゴ
ル
ベ
（=

ア
ル
バ
ラ
シ
ン
）
司
教
座
に
、
み
ず
か
ら
が
掌
握
す
る
城
塞
・
ウ
ィ
ラ

フ
ス
テ
ィ
シ
ア
法
廷
記
録
で
も
な
い
と
い
う
意
味
で
、
二
重
に
誤
っ
て

分
類
か
つ
保
管
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
近
年
で
は
住
人
財
産
査

定
・
申
告
記
録
を
中
心
に
プ
エ
ル
ト
ミ
ン
ガ
ル
ボ
史
料
に
最
も
精
通
す

る
は
ず
の
ハ
ビ
エ
ル
・
メ
ド
ラ
ー
ノ
・
ア
ダ
ン
が
そ
れ
に
触
れ
て
い
な

い
の
は
、
そ
も
そ
も
研
究
の
射
程
が
一
五
世
紀
に
あ
っ
て
た
ん
に
把
握

し
て
い
な
か
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
プ
エ
ル
ト
ミ
ン
ガ
ル
ボ
の
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
意
図
的
に
検
討
の
埒
外
に
追
い
や
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か）

11
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
次
の

二
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
そ
の
理
由
を
説
得
的
に
説
明
す

る
十
分
な
用
意
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
帰
属
す
る
王
国
は
お
ろ
か
領
主

も
異
な
る
二
つ
の
村
落
の
あ
い
だ
に
、
偶
発
的
に
し
ろ
一
方
の
村
落
の

公
証
人
登
記
簿
が
他
方
の
村
落
の
手
で
保
管
さ
れ
る
よ
う
な
関
係
が

あ
っ
た
こ
と
、
第
二
に
、
小
部
で
時
間
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い

え
、
一
般
に
伝
来
し
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
一
四
世
紀
前
半
の
ビ
リ
ャ

エ
ル
モ
ー
サ
の
公
証
人
登
記
簿
が
い
ま
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
そ
れ
を
、
同
時
期
の
プ
エ
ル
ト
ミ
ン
ガ
ル
ボ

の
公
証
人
登
記
簿
を
交
え
て
綿
密
に
分
析
し
、
ア
パ
リ
シ
・
マ
ル
テ
ィ

の
い
う
と
こ
ろ
の
、
王
国
境
界
を
越
え
る
「
社
会
経
済
的
浸
透
性
」
の

具
体
的
な
と
こ
ろ
を
あ
ら
た
め
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

二　

バ
ロ
ニ
ア
・
デ
・
ア
レ
ノ
ス
と
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ

　

わ
た
し
た
ち
は
本
格
的
な
作
業
に
と
り
か
か
る
ま
え
に
、
ま
ず
は
ア

レ
ノ
ス
の
バ
ロ
ニ
ア
の
来
歴
を
概
観
し
、
問
題
の
村
落
ビ
リ
ャ
エ
ル
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hom
inibus

）
の
一
人
に
と
り
た
て
ら
れ
て
い
る）

1（
（

。
そ
の
転
機
と
な
っ

た
の
は
、
ア
ブ
ー
・
ザ
イ
ド
家
と
の
二
重
の
結
婚
で
あ
る
（
一
二
四
二

年
）。
す
な
わ
ち
、
み
ず
か
ら
の
子
ブ
ラ
ス
コ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
に
、

ア
ブ
ー
・
ザ
イ
ド
と
彼
が
改
宗
後
に
娶
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
妻
マ
リ

ア
・
フ
ェ
ラ
ン
デ
ィ
ス
と
の
娘
ア
ル
ダ
・
フ
ェ
ラ
ン
デ
ィ
ス
を
迎
え
、

娘
テ
レ
ー
サ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
を
、
同
じ
く
ア
ブ
ー
・
ザ
イ
ド
の
子
フ
ェ

ラ
ン
ド
・
ペ
レ
ス
に
嫁
が
せ
た
の
で
あ
る
。
い
か
に
高
位
で
あ
ろ
う
と

も
あ
く
ま
で
も
国
王
役
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
と
そ

の
子
ブ
ラ
ス
コ
に
と
っ
て
、
バ
レ
ン
シ
ア
王
国
に
お
け
る
世
襲
領
の
獲

得
に
道
が
開
か
れ
た
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
結
婚
は
き
わ
め
て
重
要
で

あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、彼
ら
は
一
二
四
三
年
一
月
二
八
日
、ア
ブ
ー
・

ザ
イ
ド
に
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
捧
げ
て
そ
の
家
士
と
な
る
代
わ
り
に
、
城
塞

ア
レ
ノ
ス
を
賦
与
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る）

11
（

。
一
二
四
八
年
二
月
一
七
日
に

は
、
ア
ブ
ー
・
ザ
イ
ド
と
エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
と
が
連
名
で
、
タ
ラ
ゴ
ー

ナ
大
司
教
に
、
両
人
に
よ
っ
て
以
後
征
服
さ
れ
る
土
地
を
含
め
て
あ
ら

ゆ
る
教
会
諸
権
利
を
寄
進
し
、
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
捧
げ
て
同
大
司
教
の
家

士
と
な
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。こ
の
と
き
列
挙
さ
れ
て
い
る
の
は
、

バ
ロ
ニ
ア
を
構
成
す
る
メ
ラ
（
？
）、
ア
レ
ノ
ス
、
モ
ン
タ
ン
、
エ
ル
・

ト
ル
モ
、
シ
ラ
ッ
ト
、
ト
ー
ガ
、
エ
ス
パ
デ
ィ
ー
リ
ャ
、
ブ
エ
イ
ネ
グ

ロ
、
ビ
リ
ャ
マ
レ
ー
フ
ァ
、
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
、
コ
ル
テ
ス
、
ビ
リ
ャ

マ
ル
ー
ル
、ア
ジ
ョ
ダ
ル
、ビ
リ
ャ
ア
レ
ー
バ
、ト
ル
ト
ニ
ッ
ク
（
？
）、

こ
の
ほ
か
に
ア
ン
デ
ィ
ー
リ
ャ
、
さ
ら
に
は
ア
ラ
カ
ン
近
傍
の
カ
ス

タ
ー
リ
ャ
、
ウ
ニ
ル
、
イ
ビ
、
テ
ィ
ビ
と
な
っ
て
い
る）

11
（

。
こ
う
し
て
エ

シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
は
翌
一
二
四
九
年
三
月
二
日
か
ら
、
み
ず
か
ら
ア
レ

の
教
会
諸
権
利
を
寄
進
し
て
い
る
（
司
祭
任
命
権
と
教
会
十
分
の
一
税

の
二
分
の
一
は
留
保
）。
そ
こ
に
は
す
で
に
、
ア
レ
ノ
ス
、
モ
ン
タ
ン
、

カ
ス
テ
ィ
エ
ル
モ
ン
タ
ン
、
シ
ラ
ッ
ト
、
エ
ル
・
ト
ル
モ
、
フ
エ
ン
テ
・

ラ
・
レ
イ
ナ
、
ビ
リ
ャ
ア
レ
ー
バ
（
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
？
）、
ビ
リ
ャ

マ
ル
ー
ル
、
ボ
ル
デ
ロ
ス
（
？
）、
ア
ル
コ
ス
、
ア
ジ
ョ
ダ
ル
、
ブ
エ

イ
ネ
グ
ロ
、
ビ
リ
ャ
マ
レ
ー
フ
ァ
と
、
の
ち
の
バ
ロ
ニ
ア
を
構
成
す
る

ミ
リ
ャ
ル
ス
川
上
流
の
城
塞
・
ウ
ィ
ラ
群
が
ほ
ぼ
す
べ
て
列
挙
さ
れ
て

い
る）

11
（

。
同
年
五
月
二
八
日
に
は
な
お
一
二
二
九
年
の
家
士
契
約
の
内
容

が
確
認
さ
れ
、
征
服
地
の
四
分
の
一
の
割
譲
が
あ
ら
た
め
て
約
束
さ
れ

て
い
る）

11
（

。
だ
が
、
ハ
イ
メ
一
世
は
一
二
三
八
年
一
二
月
一
九
日
、
ア

ブ
ー
・
ザ
イ
ド
に
帰
属
す
る
城
塞
・
ウ
ィ
ラ
に
お
け
る
国
王
諸
権
利
を

終
身
で
賦
与
し
、
こ
れ
に
死
後
の
返
還
を
条
件
に
ア
ル
プ
エ
ン
テ
を
付

け
加
え
る
一
方）

11
（

、
同
二
三
日
に
は
、
ア
レ
ノ
ス
の
城
塞
・
ウ
ィ
ラ
と
そ

の
近
傍
の
モ
ラ
な
い
し
モ
リ
ー
ナ
な
る
ロ
ク
ス
（
の
ち
の
ビ
リ
ャ
エ
ル

モ
ー
サ
か
）
に
か
ぎ
り
、
前
述
の
四
分
の
一
の
納
付
を
免
除
し
て
い

る）
11
（

。
プ
エ
ブ
ラ
・
デ
・
ア
レ
ノ
ス
を
中
核
と
す
る
バ
ロ
ニ
ア
の
輪
郭
は
、

こ
の
あ
た
り
で
ほ
ぼ
固
ま
っ
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

か
た
や
ア
ブ
ー
・
ザ
イ
ド
を
支
援
し
た
前
述
の
エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
・

デ
・
タ
ラ
ソ
ー
ナ
は
お
そ
ら
く
カ
ラ
タ
ユ
ー
出
身
の
騎
士
（caballero
）

な
が
ら
、
ハ
イ
メ
一
世
の
信
を
得
て
、
一
二
三
七
年
一
二
月
二
七
日
に

ア
ン
デ
ィ
ー
リ
ャ
の
城
塞
・
ウ
ィ
ラ
を
賦
与
さ
れ
た
お
り
に
は
国
王
の

家
令
（repositarius	A

ragonum

））
11
（

、
一
二
四
一
年
五
月
一
日
に
は
バ

レ
ン
シ
ア
王
国
に
お
け
る
国
王
代
理
（tenens	locum

	dom
ini	regis	

in	regno	V
alencie

）
に
任
ぜ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
貴
族
（richis	



　一四世紀前半バレンシア＝アラゴン王国境界における村落共同体と流通回路―ビリャエルモーサとプエルトミンガルボ①―（足立）

59

ら
た
な
中
心
、（
意
味
の
う
え
で
同
一
の
地
名
を
帯
び
た
）
あ
ら
た
な

定
住
地
を
創
出
し
よ
う
と
も
く
ろ
ん
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。
バ
ロ
ニ
ア

の
展
開
す
る
ア
ル
ト
・
ミ
リ
ャ
ル
ス
は
バ
レ
ン
シ
ア
北
部
で
は
や
や
例

外
的
に
ム
デ
ハ
ル
残
留
人
口
の
ひ
と
き
わ
濃
密
な
空
間
で
あ
り
（
一
四

世
紀
を
つ
う
じ
て
シ
ラ
ッ
ト
、
エ
ル
・
ト
ル
モ
、
ト
レ
チ
ー
バ
、
エ
ス

パ
デ
ィ
ー
リ
ャ
、
バ
リ
ャ
ッ
ト
、
ト
ー
ガ
に
は
ム
デ
ハ
ル
の
ア
ル
ハ
マ

が
存
続
し
た
）、
当
該
入
植
許
可
状
は
、
お
そ
ら
く
イ
ス
ラ
ー
ム
統
治

期
以
来
の
領
域
中
心
を
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
入
植
に
よ
り
新
設
さ
れ
た

そ
れ
へ
と
転
じ
せ
し
め
よ
う
と
し
た
も
の
と
お
ぼ
し
い
。
こ
こ
に
、
入

植
許
可
状
発
給
直
前
に
娘
ア
ル
ダ
・
フ
ェ
ラ
ン
デ
ィ
ス
の
結
婚
を
介
し

て
バ
ロ
ニ
ア
全
体
の
中
核
を
な
す
城
塞
ア
レ
ノ
ス
が
、
エ
シ
メ
ノ
・
ペ

レ
ス
お
よ
び
ブ
ラ
ス
コ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
親
子
の
領
有
す
る
と
こ
ろ
と

な
っ
た
こ
と
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
。当
該
入
植
許
可
状
は
し
た
が
っ
て
、

バ
ロ
ニ
ア
全
体
か
ら
み
れ
ば
、
い
ま
ひ
と
つ
の
中
核
村
落
を
キ
リ
ス
ト

教
徒
の
入
植
を
つ
う
じ
て
生
み
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に

な
ろ
う
。

　

む
ろ
ん
、
そ
れ
を
成
功
裡
に
実
現
す
る
に
は
、
当
時
の
入
植
許
可
状
、

わ
け
て
も
地
続
き
の
ア
ラ
ゴ
ン
南
部
の
入
植
許
可
状
に
照
ら
し
て
十
分

と
み
な
さ
れ
る
に
足
る
特
権
が
保
証
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。ま
ず
、

ビ
リ
ャ
マ
レ
ー
フ
ァ
お
よ
び
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
の
領
域
の
境
界
画
定

が
施
さ
れ
、
そ
の
内
部
の
土
地
は
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ペ
レ
ス
と
冒
頭
で
人

名
の
掲
げ
ら
れ
た
七
名
の
一
人
ド
ミ
ン
ゴ
・
ビ
リ
ャ
ロ
ー
ジ
ャ
の
手
で

分
割
、
件
の
二
つ
の
村
落
は
お
ろ
か
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
ア
ル
デ
ア
や
ア

ル
ケ
リ
ア
（
ア
ラ
ビ
ア
語
の
カ
ル
ヤ
〔qarya

〕
に
由
来
）
へ
の
入
植

ノ
ス
領
主
（dom

inus	de	A
renoso

）
を
名
乗
り
、従
来
の
タ
ラ
ソ
ー

ナ
に
代
え
て
ア
レ
ノ
ス
の
地
名
を
そ
の
人
名
に
冠
す
る
よ
う
に
な
る
の

で
あ
る）

11
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
結
婚
を
介
す
る
両
家
の
関
係
の
強
化
の
た
だ
な
か
、

ま
さ
し
く
エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
親
子
が
城
塞
ア
レ
ノ
ス
を
賦
与
さ
れ
た

直
後
の
一
二
四
三
年
三
月
九
日
、
オ
ン
ダ
に
お
い
て
、
ア
ブ
ー
・
ザ
イ

ド
個
人
の
名
で
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
の
入
植
許
可
状
が
発
給
さ
れ
て
い

る）
11
（

。
以
下
、
そ
の
内
容
を
か
い
つ
ま
ん
で
説
明
し
よ
う
。
ま
ず
、
従
前

ど
お
り
「
信
徒
の
指
導
者
の
孫
（
甥
）」
を
称
す
る
ア
ブ
ー
・
ザ
イ
ド
は
、

ビ
リ
ャ
マ
レ
ー
フ
ァ
の
城
塞
領
域
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
入
植

と
、「
美
し
き
村
」（V

illam
	Form

ossam
）、
す
な
わ
ち
ビ
リ
ャ
エ
ル

モ
ー
サ
の
創
出
を
望
む
と
い
う
こ
と
で
、
名
前
の
挙
げ
ら
れ
た
七
名
の

キ
リ
ス
ト
教
徒
と
そ
の
子
孫
、
さ
ら
に
一
四
〇
人
、
も
し
可
能
な
ら
ば

そ
れ
以
上
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
入
植
者
に
対
し
て
、
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ

を
創
出
す
る
べ
く
、ビ
リ
ャ
マ
レ
ー
フ
ァ
の
城
塞
集
落（populationem

	
castri	de	V

illam
alefa

）
を
賦
与
す
る
と
あ
る）

11
（

。
や
や
わ
か
り
づ
ら

い
文
言
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
企
図
さ
れ
た
の
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ビ
リ
ャ
マ
レ
ー
フ
ァ
の
マ
レ
ー
フ
ァ
が
ア
ラ

ビ
ア
語
の
マ
リ
ー
ハ
（m

alīḥ a

）
に
由
来
す
る
と
す
れ
ば
、
ロ
マ
ン
ス

語
の
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
同
じ
く
、
い
ず
れ
も

「
美
し
き
村
」
で
あ
る
。
既
存
の
城
塞
集
落
ビ
リ
ャ
マ
レ
ー
フ
ァ
を
キ

リ
ス
ト
教
徒
入
植
者
に
賦
与
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
ビ
リ
ャ
エ
ル

モ
ー
サ
の
新
設
が
そ
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
既
存
の
城
塞
領
域

（
の
北
端
）
に
、
従
来
の
そ
れ
に
並
ぶ
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
代
わ
る
あ
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ペ
レ
ス
・
デ
・
ア
レ
ノ
ス
に
同
地
を
賦
与
し
、
五
〇
名
の
入
植
者
に
そ

の
境
界
を
画
定
し
た
と
い
う
記
述
か
ら
窺
わ
れ
る
の
み
で
あ
る）

11
（

。
こ
う

し
た
な
か
で
一
二
五
八
年
七
月
七
日
、
ア
ブ
ー
・
ザ
イ
ド
と
エ
シ
メ
ノ
・

ペ
レ
ス
と
の
あ
い
だ
で
財
産
分
割
に
か
か
わ
る
次
の
よ
う
な
「
兄
弟
盟

約
」（confraternitas

）
が
結
ば
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ブ
ー
・

ザ
イ
ド
の
死
後
、
子
フ
ェ
ラ
ン
ド
・
ペ
レ
ス
（
そ
の
名
は
お
そ
ら
く
同

人
の
僚
友
ペ
ロ
・
フ
ェ
ラ
ン
デ
ィ
ス
・
デ
・
ア
サ
グ
ラ
と
エ
シ
メ
ノ
・

ペ
レ
ス
の
人
名
の
組
み
合
わ
せ
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
）
に
、

一
二
五
一
年
に
エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
が
ア
ラ
カ
ン
近
郊
の
カ
ス
タ
ー

リ
ャ
お
よ
び
ウ
ニ
ル
と
交
換
に
、
王
権
か
ら
獲
得
し
た
バ
レ
ン
シ
ア
近

郊
の
二
城
塞（
ビ
リ
ャ
マ
ル
シ
ャ
ン
お
よ
び
チ
ェ
ス
テ
）の
う
ち
ビ
リ
ャ

マ
ル
シ
ャ
ン
と
、
ビ
リ
ャ
マ
ル
ー
ル
な
ら
び
に
ミ
リ
ャ
ル
ス
川
流
域
の

ほ
か
の
城
塞
、さ
ら
に
ア
ラ
ゴ
ン
王
国
に
保
有
す
る
す
べ
て
の
財
産
を
、

娘
ア
ル
ダ
・
フ
ェ
ラ
ン
デ
ィ
ス
に
は
残
る
チ
ェ
ス
テ
と
、同
じ
く
ミ
リ
ャ

ル
ス
川
流
域
の
ほ
か
の
城
塞
を
、そ
れ
ぞ
れ
与
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

同
河
川
流
域
の
ほ
か
の
城
塞
の
配
分
に
つ
い
て
は
、
両
家
の
結
婚
時
の

証
書
に
あ
る
と
お
り
と
あ
る
が
、
肝
心
の
証
書
が
伝
来
し
な
い
の
で
こ

こ
で
は
詳
し
い
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
。
エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
は
、フ
ェ

ラ
ン
ド
に
贈
与
さ
れ
る
ビ
リ
ャ
マ
ル
シ
ャ
ン
お
よ
び
ビ
リ
ャ
マ
ル
ー
ル

の
対
価
に
（
す
べ
て
バ
レ
ン
シ
ア
近
郊
の
）
ト
レ
ン
ト
、
ベ
テ
ラ
、
ボ

イ
ル
の
ア
ル
ケ
リ
ア
を
補
償
さ
れ
る
一
方
、
ア
ブ
ー
・
ザ
イ
ド
が
彼
に

負
う
ハ
カ
貨
二
〇
〇
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
の
免
責
と
引
き
換
え
に
以
後
チ
ェ

ス
テ
を
領
有
し
、
ア
ブ
ー
・
ザ
イ
ド
の
死
後
、
ブ
ラ
ス
コ
・
エ
シ
メ
ー

ネ
ス
と
そ
の
妻
ア
ル
ダ
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る）

11
（

。
ミ
リ
ャ

を
望
む
す
べ
て
の
入
植
者
に
い
か
な
る
地
目
で
あ
れ
も
れ
な
く
分
配
さ

れ
る）

11
（

。
入
植
者
は
、
分
配
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
財
産
（hereditates

）
か

ら
あ
が
る
収
穫
の
一
〇
分
の
一
を
負
担
す
る
の
み
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る

家
畜
と
そ
の
産
物
（
羊
毛
や
チ
ー
ズ
）
に
つ
い
て
も
こ
れ
と
同
様
で
あ

る
。
取
得
し
た
財
産
は
、
領
主
買
い
戻
し
ま
た
は
譲
渡
税
の
負
担
な
し

に
、
望
み
の
相
手
に
売
却
・
贈
与
す
る
こ
と
が
で
き
る）

11
（

。
主
要
な
定
住

地
（populatione	m

ajori
）
に
お
け
る
粉
挽
水
車
一
基
を
入
植
者
に

賦
与
す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
水
車
・
竃
は
領
主
に
留
保
さ
れ
る
。
ま
た
、

き
た
る
五
年
間
は
領
主
に
対
し
て
、
軍
役
に
応
ず
る
義
務
を
も
つ）

11
（

。
入

植
者
の
初
穂
納
入
は
す
べ
て
み
ず
か
ら
の
教
会
の
維
持
に
あ
て
ら
れ
、

そ
の
教
会
の
管
理
人
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る）

11
（

。
最
後
に
、

極
め
つ
き
と
い
う
べ
き
か
、
入
植
者
一
般
に
は
ダ
ロ
ー
カ
の
フ
エ
ロ
が

賦
与
さ
れ
、
そ
れ
に
そ
く
し
て
、
メ
リ
ノ
（m

erinum

）、
フ
エ
ス

（judices

）、ア
ル
カ
ル
デ
（alcaldes

）
か
ら
な
る
（
ま
さ
し
く
ダ
ロ
ー

カ
同
様
の
）
コ
ン
セ
ホ
の
創
設
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

1（
（

。

　

前
述
の
よ
う
に
エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
は
一
二
四
九
年
か
ら
ア
レ
ノ
ス

領
主
を
名
乗
る
の
で
あ
る
が
、
互
い
の
子
息
の
結
婚
に
よ
っ
て
緊
密
に

結
び
つ
い
た
両
家
の
あ
い
だ
に
は
、
単
純
な
封
主=

封
臣
関
係
と
も

婚
資
・
嫁
資
の
交
換
に
よ
る
一
部
財
産
の
生
前
分
与
と
も
と
れ
な
い
、

い
さ
さ
か
名
状
し
が
た
い
関
係
が
維
持
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
エ

シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
は
一
二
五
一
年
一
月
八
日
、
コ
ル
テ
ス
・
デ
・
ア
レ

ノ
ス
に
五
〇
名
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
誘
致
を
図
る
入
植
許
可
状
を
発
給

し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
厳
密
に
は
、
国
王
ハ
イ
メ
一
世
が
、
ア

ブ
ー
・
ザ
イ
ド
の
舅
に
し
て
ア
レ
ノ
ス
の
バ
ロ
ニ
ア
領
主
エ
シ
メ
ノ
・
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ノ
・
ペ
レ
ス
は
一
二
六
〇
年
八
月
二
九
日
、
ミ
リ
ャ
ル
ス
川
流
域
の
既

存
な
ら
び
に
将
来
創
建
さ
れ
る
教
会
と
、
司
祭
不
在
の
ア
ン
デ
ィ
ー

リ
ャ
教
会
の
守
護
権
を
獲
得
し
、
教
会
十
分
の
一
税
の
二
分
の
一
と
ム

デ
ハ
ル
納
付
分
の
す
べ
て
と
を
確
保
す
る
代
わ
り
に
、
バ
レ
ン
シ
ア
司

教
の
家
士
と
し
て
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
捧
げ
、
毎
年
二
〇
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
を

司
教
に
納
付
す
る
こ
と
で
合
意
を
み
て
い
た）

11
（

。
こ
れ
を
ブ
ラ
ス
コ
も
継

承
す
る
手
筈
と
な
っ
て
い
た
が
、
み
ず
か
ら
は
サ
ラ
ゴ
ー
サ
司
教
に
オ

マ
ー
ジ
ュ
を
捧
げ
よ
う
と
画
策
し
て
そ
れ
を
固
辞
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
案
件
は
最
終
的
に
ハ
イ
メ
一
世
の
判
決
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
り
、
ブ
ラ

ス
コ
は
、
父
の
戦
死
後
の
一
二
六
八
年
二
月
一
〇
日
、
ア
レ
ノ
ス
渓
谷

の
教
会
十
分
の
一
税
を
め
ぐ
っ
て
、
サ
ラ
ゴ
ー
サ
司
教
で
は
な
く
バ
レ

ン
シ
ア
司
教
に
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
捧
げ
る
よ
う
命
令
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
の

紛
争
は
当
然
、
バ
レ
ン
シ
ア
司
教
と
セ
ゴ
ル
ベ=

ア
ル
バ
ラ
シ
ン
司

教
と
の
司
教
区
を
め
ぐ
る
境
界
紛
争
に
も
飛
び
火
せ
ず
に
は
い
な
か
っ

た
。
と
い
う
の
も
、
前
述
の
よ
う
に
ア
ブ
ー
・
ザ
イ
ド
が
改
宗
直
後
の

一
二
三
六
年
に
、み
ず
か
ら
の
城
塞
・
ウ
ィ
ラ
の
教
会
諸
権
利
を
先
だ
っ

て
セ
ゴ
ル
ベ
司
教
に
寄
進
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ア
レ

ノ
ス
、
モ
ン
タ
ン
、
ビ
リ
ャ
マ
ル
ー
ル
、
コ
ル
テ
ス
、
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー

サ
、
ビ
リ
ャ
マ
レ
ー
フ
ァ
、
ト
ー
ガ
、
そ
の
ほ
か
城
塞
ア
レ
ノ
ス
に
帰

属
す
る
ミ
リ
ャ
ル
ス
川
流
域
の
す
べ
て
の
教
会
の
帰
属
が
問
題
の
一
つ

と
な
っ
て
い
る
が
（
ア
レ
ノ
ス
家
と
の
関
係
で
は
、
セ
ゴ
ル
ベ
以
西
の

ア
ン
デ
ィ
ー
リ
ャ
も
同
じ
く
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）、
一
二
七
七
年
九
月

二
〇
日
の
両
司
教
の
合
意
に
よ
り
、
い
ず
れ
も
セ
ゴ
ル
ベ
司
教
座
を
越

え
て
あ
た
か
も
飛
地
の
よ
う
に
バ
レ
ン
シ
ア
司
教
区
に
帰
属
す
る
と
こ

ル
ス
川
流
域
の
城
塞
の
配
分
は
、
バ
ル
テ
ー
ラ
・
デ
・
モ
ン
タ
ン
と
の

境
界
紛
争
で
命
を
落
と
し
た
フ
ェ
ラ
ン
ド
・
ペ
レ
ス
の
一
二
六
二
年

一
〇
月
二
二
日
作
成
の
遺
言
状
で
多
少
な
り
と
も
明
ら
か
に
な
る
。
彼

は
こ
こ
で
、
ト
ラ
ル
バ
・
デ
・
ビ
リ
ャ
マ
ル
ー
ル
を
母
マ
リ
ア
・
フ
ェ

ラ
ン
デ
ィ
ス
に
、
ア
ジ
ョ
ダ
ル
を
父
ア
ブ
ー
・
ザ
イ
ド
に
、
ア
ル
へ
リ
ー

タ
を
ブ
ラ
ス
コ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
の
娘
サ
ン
チ
ャ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
に
、

ブ
エ
イ
ネ
グ
ロ
を
同
じ
く
テ
レ
ー
サ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
に
、
ビ
リ
ャ
マ

ル
シ
ャ
ン
を
み
ず
か
ら
の
妻
テ
レ
ー
サ
に
そ
れ
ぞ
れ
与
え
る
と
し
、
金

銭
遺
贈
の
財
源
に
ビ
リ
ャ
マ
ル
ー
ル
お
よ
び
ビ
リ
ャ
ア
レ
ー
バ
を
売
却

す
る
よ
う
遺
言
執
行
人
に
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る）

11
（

。
ア
ブ
ー
・
ザ
イ

ド
は
な
お
健
在
で
あ
る
が
（
一
二
六
九
年
死
亡
）、
こ
こ
に
列
挙
さ
れ

な
い
ミ
リ
ャ
ル
ス
川
流
域
の
城
塞
は
ア
レ
ノ
ス
に
か
ぎ
ら
ず
、
ア
ル
ダ

の
嫁
資
と
し
て
、
エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
お
よ
び
ブ
ラ
ス
コ
・
エ
シ
メ
ー

ネ
ス
親
子
の
掌
中
に
帰
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な

い
。

　

エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
は
一
二
六
六
年
（
六
月
三
〇
日
ま
で
に
）、
王

権
に
随
行
し
て
参
戦
し
た
ム
ル
シ
ア
遠
征
で
戦
死
を
遂
げ
る
。
ア

ブ
ー
・
ザ
イ
ド
が
永
眠
す
る
の
は
そ
れ
か
ら
三
年
、
一
二
六
九
年
の
こ

と
で
あ
る
。
よ
う
や
く
ア
レ
ノ
ス
家
当
主
と
な
っ
た
ブ
ラ
ス
コ
・
エ
シ

メ
ー
ネ
ス
は
、
バ
レ
ン
シ
ア
王
国
高
位
の
国
王
役
人
を
歴
任
し
た
父
と

は
違
い
、
み
ず
か
ら
の
出
自
に
強
く
う
っ
た
え
る
こ
と
で
（
そ
れ
ゆ
え

王
権
の
意
に
反
す
る
こ
と
も
た
め
ら
わ
ず
）
独
自
路
線
を
打
ち
出
そ
う

と
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ミ
リ
ャ
ル
ス
川
流
域
の
教
会
諸
権
利
を
め

ぐ
る
バ
レ
ン
シ
ア
司
教
と
の
紛
争
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
エ
シ
メ
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る
。
一
見
す
る
と
負
担
過
重
で
入
植
許
可
状
の
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
に

反
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
じ
つ
を
い
う
と
、

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
ハ
イ
メ
一
世
が
治
世
後
半
に
導
入
・
増
強
し
、
事

実
上
慣
習
化
さ
れ
た
、
ア
ラ
ゴ
ン
王
国
に
お
け
る
国
王
租
税
そ
の
も
の

な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
規
定
は
こ
れ
ら
一
連
の
租
税
を
国
王
に

納
付
す
る
の
で
は
な
く
領
主
に
納
付
す
る
の
み
で
よ
い
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
ブ
ラ
ス
コ
・
エ
シ
メ
ー
ネ

ス
が
、
自
ら
の
所
領
が
い
か
な
る
王
国
に
帰
属
す
る
も
の
と
認
識
し
た

か
を
端
的
に
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
ア
ラ
ゴ
ン
南
部

と
同
様
に
、
住
人
選
出
の
フ
ス
テ
ィ
シ
ア
の
差
配
に
よ
る
事
実
上
の
コ

ン
セ
ホ
自
治
を
、
最
後
の
規
定
が
認
め
て
い
る
と
想
定
す
る
こ
と
は
た

や
す
い
。

　

ブ
ラ
ス
コ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
は
ま
た
、
出
自
を
同
じ
く
す
る
ア
ラ
ゴ

ン
貴
族
と
の
緊
密
な
協
力
関
係
の
構
築
に
も
余
念
が
な
か
っ
た
。

一
二
七
二
年
一
月
八
日
の
ブ
ラ
ス
コ
二
世
・
デ
・
ア
ラ
ゴ
ン
の
（
第
一

の
）
遺
言
状
で
は
、
ブ
ラ
ス
コ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
と
の
協
約
に
そ
く
し

て
、
互
い
の
息
子
・
娘
が
法
定
年
齢
の
一
七
歳
に
達
し
た
ら
相
互
に
結

婚
さ
せ
る
こ
と
と
指
示
さ
れ
て
い
る
。す
な
わ
ち
、前
者
の
娘
マ
リ
ャ
ー

ダ
と
後
者
の
長
子
ゴ
ン
サ
ル
ボ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
か
城
塞
ア
レ
ノ
ス
を

継
承
す
る
そ
の
兄
弟
、
前
者
の
息
子
ブ
ラ
ス
コ
ま
た
は
そ
の
兄
弟
と
後

者
の
娘
テ
レ
ー
サ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
と
の
二
重
の
結
婚
が
そ
れ
で
あ

る）
11
（

。
こ
の
結
婚
協
定
は
同
年
五
月
九
日
、
ブ
ラ
ス
コ
二
世
・
デ
・
ア
ラ

ゴ
ン
と
、
ブ
ラ
ス
コ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
お
よ
び
妻
ア
ル
ダ
・
フ
ェ
ラ
ン

デ
ィ
ス
と
の
あ
い
だ
で
正
式
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ラ

ろ
と
な
っ
て
い
る）

11
（

。

　

ブ
ラ
ス
コ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
は
一
二
七
一
年
四
月
六
日
、
ア
レ
ノ
ス

領
主
（senyor	de	A

renoso

）
と
し
て
、城
塞
ア
レ
ノ
ス
（
プ
エ
ブ
ラ
・

デ
・
ア
レ
ノ
ス
）
に
入
植
許
可
状
を
発
給
し
て
い
る）

11
（

。
一
〇
名
の
キ
リ

ス
ト
教
徒
の
人
名
を
掲
げ
て
、
そ
の
ほ
か
の
既
存
な
ら
び
に
将
来
の
住

人
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
無
か
ら
の
定
住
地
創
出
を
企
図
し

た
も
の
で
は
む
ろ
ん
な
く
、
バ
ロ
ニ
ア
の
中
核
村
落
の
拡
充
を
め
ざ
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
と
は
い
え
、
そ
の
た
め

に
は
彼
自
身
が
以
下
の
規
定
を
遵
守
か
つ
誠
実
に
履
行
し
、
以
後
変
更

し
な
い
こ
と
を
約
束
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
曰
く
、
城
塞
ア
レ

ノ
ス
に
住
み
か
つ
住
む
こ
と
に
な
る
す
べ
て
の
入
植
者
に
、
当
該
城
塞

の
す
べ
て
の
財
産
が
望
む
ま
ま
に
分
配
さ
れ
る
。
そ
の
財
産
は
、
当
該

所
領
に
お
け
る
以
外
に
ペ
チ
ャ
、
モ
ネ
ダ
テ
ィ
ク
ム
、
宿
泊
税
、
軍
役

お
よ
び
騎
行
義
務
に
服
す
る
義
務
を
負
わ
ず
、
た
だ
領
主
に
対
し
て
の

み
奉
仕
す
る
こ
と）

11
（

。
初
穂
納
入
は
入
植
者
の
手
に
帰
せ
ら
れ
る
の
で
、

城
壁
、
街
道
、
教
会
の
維
持
、
そ
の
ほ
か
入
植
者
が
望
む
使
途
に
あ
て

る
こ
と）

11
（

。
分
与
さ
れ
た
財
産
は
、
聖
職
者
を
除
く
あ
ら
ゆ
る
者
に
譲
渡

可
能
で
あ
り
、
た
だ
領
主
へ
の
誠
実
と
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
果
た
す
こ
と）

1（
（

。

最
後
に
、毎
年
フ
ス
テ
ィ
シ
ア
と
そ
れ
に
準
ず
る
裁
判
役
人
を
選
出
し
、

領
主
に
提
案
、
そ
の
任
命
を
仰
ぐ
こ
と）

11
（

。
フ
エ
ロ
の
言
及
こ
そ
な
い
も

の
の
、
用
語
法
は
も
ち
ろ
ん
、
全
編
に
わ
た
っ
て
ア
ラ
ゴ
ン
南
部
の
入

植
許
可
状
を
彷
彿
と
さ
せ
る
規
定
が
並
ぶ
が
、
な
か
で
も
注
目
す
べ
き

は
入
植
者
の
負
担
、
す
な
わ
ち
、
ペ
チ
ャ
、
モ
ネ
ダ
テ
ィ
ク
ム
、
宿
泊

税
、
軍
役
お
よ
び
騎
行
義
務
を
領
主
の
み
に
負
う
と
す
る
く
だ
り
で
あ
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（dom
ine	de	A

renoso

）
と
な
っ
た
ア
ル
ダ
・
フ
ェ
ラ
ン
デ
ィ
ス
は

一
二
七
九
年
か
ら
一
二
八
二
年
に
か
け
て
王
権
の
度
重
な
る
介
入
に
さ

ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
王
権
は
当
初
、
ア
ル
ダ
と
バ
レ
ン
シ
ア
国

王
代
理
ロ
ド
リ
ー
ゴ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
・
デ
・
ル
ナ
と
の
再
婚
を
望
ん

だ
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
が
王
権
に
事
前
に
知
ら
さ
れ
な
い
ま
ま
個
人
間

で
破
談
に
な
っ
た
と
し
て
同
国
王
代
理
を
咎
め
て
い
る
あ
た
り

（
一
二
七
九
年
四
月
四
日
）、
バ
ロ
ニ
ア
の
行
く
末
を
注
意
深
く
窺
っ
て

い
た
こ
と
は
疑
い
な
い）

11
（

。
ま
た
、
バ
レ
ン
シ
ア
司
教
は
こ
こ
ぞ
と
ば
か

り
に
、
ア
ル
ダ
に
対
し
て
ミ
リ
ャ
ル
ス
川
流
域
の
教
会
諸
権
利
の
返
還

を
強
硬
に
要
求
し
て
や
む
こ
と
が
な
か
っ
た）

11
（

。
な
お
、
ロ
ー
マ
教
皇
が

財
政
難
を
解
決
す
る
べ
く
、
一
二
七
九
～
八
〇
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地

の
教
会
に
臨
時
の
教
会
十
分
の
一
税
徴
収
を
行
っ
た
目
録
（Rationes	

decim
arum

）
で
は
、
ア
ル
ダ
が
六
年
分
、
同
じ
く
ミ
リ
ャ
ル
ス
川

流
域
の
教
会
管
理
人
ペ
ロ
・
ロ
ペ
ス
が
や
は
り
六
年
分
と
し
て
総
額

一
〇
〇
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
と
、
目
録
全
体
か
ら
み
て
も
高
額
の
教
会
十
分

の
一
税
を
負
担
し
て
い
る）

11
（

。
こ
れ
は
、
遅
く
と
も
一
二
七
四
年
の
ブ
ラ

ス
コ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
死
亡
か
ら
六
年
に
わ
た
っ
て
、ア
ル
ダ
が
ミ
リ
ャ

ル
ス
川
流
域
の
教
会
諸
権
利
全
権
を
（
こ
と
に
よ
る
と
不
正
に
）
領
有

し
た
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
王
権
の
介
入
は
な
に
も
バ
ロ
ニ
ア
に
か
ぎ
っ

た
は
な
し
で
は
な
い
。
ペ
ド
ロ
三
世
は
即
位
以
来
、
増
大
一
途
の
軍
事

費
に
よ
る
国
庫
の
枯
渇
を
埋
め
る
べ
く
既
存
の
租
税
の
増
強
・
新
税
の

導
入
を
図
る
と
同
時
に
、
強
権
的
な
王
権
の
確
立
を
め
ざ
し
て
従
来
の

伝
統
的
な
諸
特
権
の
大
幅
な
縮
小
を
断
行
し
た
の
で
あ
る）

11
（

。
そ
れ
は
、

ス
コ
二
世
は
、
第
一
の
結
婚
が
成
立
し
た
あ
か
つ
き
に
、
新
婚
夫
婦
に
、

城
塞
ブ
ニ
ョ
ル
、
ラ
・
カ
ニ
ャ
ー
ダ
、
フ
ロ
レ
ン
シ
ア
か
ら
あ
が
る
総

額
四
〇
〇
〇
マ
ラ
ベ
デ
ィ
を
四
年
分
割
で
賦
与
し
（
た
だ
し
男
子
が
生

ま
れ
な
け
れ
ば
返
還
）、
第
二
の
結
婚
で
は
、
息
子
ブ
ラ
ス
コ
に
、
マ

リ
ア
の
城
塞
・
ウ
ィ
ラ
、
ビ
ラ
フ
ラ
ン
カ
、
ア
ル
メ
デ
ィ
シ
ャ
ー
ル
、

ア
ル
ヒ
ミ
ア
の
城
塞
を
婚
資
と
し
て
持
参
さ
せ
る
が
、
マ
リ
ア
お
よ
び

ビ
ラ
フ
ラ
ン
カ
に
つ
い
て
は
死
後
贈
与
と
し
、
死
後
も
五
年
間
は
そ
の

収
入
の
二
分
の
一
を
留
保
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
以
上
を
誠
実
に
履

行
す
る
保
証
と
し
て
、
城
塞
マ
リ
ア
を
後
者
の
騎
士
に
保
有
さ
せ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る）

11
（

。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
結
婚
は
い
ず
れ
も
果
た
さ
れ
な

か
っ
た
。
一
二
七
五
年
五
月
六
日
の
ブ
ラ
ス
コ
二
世
の
（
第
二
の
）
遺

言
状
で
は
そ
の
旨
が
言
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
遺
言
執
行

人
に
対
し
て
、
バ
ロ
ニ
ア
の
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
お
よ
び
エ
ス
パ

デ
ィ
ー
リ
ャ
を
「
み
ず
か
ら
の
魂
の
試
練
と
な
ら
な
い
よ
う
」（quod	

faciant	taliter	de	V
illaferm

osa	et	de	Spadiella	quod	non	sit	
periculum

	anim
e	m

ee

）
措
置
す
る
（
お
そ
ら
く
瑕
疵
な
く
安
堵
す

る
）
よ
う
指
示
し
て
い
る
あ
た
り
に
そ
れ
が
表
れ
て
い
る）

11
（

。

　

結
婚
協
定
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
最
大
の
要
因
は
、
そ
の
間
に
ブ
ラ

ス
コ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
が
死
亡
し
た
こ
と
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
二
七
四
年
一
一
月
一
五
日
に
は
王
権
が
、
寡
婦
ア
ル
ダ
・
フ
ェ
ラ
ン

デ
ィ
ス
と
そ
の
子
、
す
べ
て
の
城
塞
、
ウ
ィ
ラ
、
村
落
、
領
民
を
、
あ

ら
ゆ
る
攻
撃
や
侵
害
に
対
し
て
王
権
の
保
護
下
に
お
く
と
い
う
措
置
を

と
っ
て
い
る
の
で
あ
る）

11
（

。
も
っ
と
も
、
保
護
と
支
配
と
は
表
裏
一
体
で

あ
る
。
と
く
に
国
王
ペ
ド
ロ
三
世
即
位
後
、
い
ま
や
ア
レ
ノ
ス
領
主
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し
て
バ
レ
ン
シ
ア
王
国
に
侵
攻
す
る
事
態
と
な
り
、
同
年
一
二
月
二
〇

日
に
よ
う
や
く
講
和
に
向
け
た
努
力
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る）

11
（

。
こ
れ
ら
一
連
の
要
求
、
使
節
派
遣
、
軍
事
蜂
起
、
講
和
に
か
か

わ
っ
た
貴
族
の
な
か
に
、
ペ
ロ
・
ホ
ル
ダ
ン
・
デ
・
ラ
・
ペ
ー
ニ
ャ
が

つ
ね
に
名
を
連
ね
て
い
る
。
彼
は
そ
こ
で
、
一
貫
し
て
ア
レ
ノ
ス
領
主

（senyor	de	A
renoso

）
を
名
乗
っ
て
い
る
。
彼
が
ア
ル
ダ
の
あ
ら

た
な
夫
と
し
て
明
確
に
言
及
さ
れ
る
の
は
一
二
九
〇
年
か
ら
で
あ
る

が）
11
（

、
国
王
ペ
ド
ロ
三
世
が
一
二
八
五
年
一
〇
月
一
九
日
に
賦
与
し
た
ビ

リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
週
市
開
設
特
権
は
、
夫
婦
関
係
こ
そ
明
言
し
な
い
も

の
の
、
す
で
に
ペ
ロ
・
ホ
ル
ダ
ン
・
デ
・
ラ
・
ペ
ー
ニ
ャ
と
ア
ル
ダ
の

両
人
に
宛
て
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
ア
ル
ダ
は
す
で
に
ウ
ニ
オ
ン
蜂
起
の
た
だ

な
か
で
、
そ
れ
を
主
導
す
る
ア
ラ
ゴ
ン
貴
族
の
一
人
を
あ
ら
た
な
夫
に

迎
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、こ
の
市
場
開
設
特
権
の
賦
与
も
、

ウ
ニ
オ
ン
貴
族
を
懐
柔
し
、
み
ず
か
ら
へ
の
誠
実
を
確
保
し
よ
う
と
す

る
王
権
の
政
治
的
意
思
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

ア
ル
ダ
・
フ
ェ
ラ
ン
デ
ィ
ス
の
一
二
九
九
年
四
月
七
日
の
遺
言
状
で

は
、み
ず
か
ら
ア
レ
ノ
ス
領
主
（dom

ina	de	A
renoso

）
を
名
乗
り
、

遺
言
執
行
人
（
バ
レ
ン
シ
ア
司
教
、
貴
族
ハ
イ
メ
二
世
・
デ
・
ヘ
リ
カ
、

貴
族
ギ
リ
ェ
ム
・
ダ
・
ア
ン
グ
レ
ゾ
ー
ラ
、
騎
士
ヒ
ル
・
デ
・
リ
オ
リ
）、

相
続
人
、
署
名
人
の
な
か
に
も
も
は
や
夫
の
名
前
は
み
ら
れ
な
い
。
ア

ル
ダ
と
亡
夫
ブ
ラ
ス
コ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
と
の
あ
い
だ
に
は
、
男
子
四

名
、
女
子
五
名
、
総
勢
九
名
の
子
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
バ
レ
ン

シ
ア
司
教
座
聖
堂
参
事
会
員
に
し
て
シ
ャ
テ
ィ
バ
大
助
祭
ブ
ラ
ス
コ
・

エ
シ
メ
ー
ネ
ス
を
除
き
、
バ
ロ
ニ
ア
の
主
要
な
財
産
を
相
続
す
る
三
名

と
く
に
ア
ラ
ゴ
ン
王
国
に
お
い
て
、
ウ
ニ
オ
ン
の
名
の
下
に
貴
族
・
騎

士
、
都
市
共
同
体
、
教
会
を
結
集
せ
し
め
、
そ
の
組
織
的
な
抵
抗
を
呼

び
起
こ
さ
ず
に
い
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
二
八
三
年
九
月
三
日
タ

ラ
ソ
ー
ナ
宣
誓
、
さ
ら
に
同
年
一
〇
月
一
九
日
サ
ラ
ゴ
ー
サ
で
タ
ラ

ソ
ー
ナ
宣
誓
の
更
新
と
ウ
ニ
オ
ン
の
正
式
結
成
が
そ
れ
で
あ
る
。
ア
ル

ダ
は
バ
ロ
ニ
ア
の
帰
属
先
を
証
明
す
る
か
の
よ
う
に
、「
バ
レ
ン
シ
ア
国
王

の
娘
」（A

lda	Ferrandez	fille	eiusdam
	nobilis	Regis	V

alencia

）

を
名
乗
り
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
の
代
理
人
（
フ
ェ
ラ
ン
ド
・
ヒ
ル
・
デ
・

ナ
バ
シ
ュ
）
を
そ
こ
に
送
り
込
ん
で
い
る）

1（
（

。
前
述
の
よ
う
に
、
ま
さ
し

く
そ
の
渦
中
の
同
年
一
〇
月
三
日
、
王
権
と
ア
ラ
ゴ
ン
王
国
の
聖
俗
貴

族
・
都
市
共
同
体
代
表
と
の
あ
い
だ
で
合
意
さ
れ
た
の
が
、「
ア
ラ
ゴ

ン
総
特
権
」
で
あ
る）

11
（

。
同
日
に
は
、
王
権
と
バ
レ
ン
シ
ア
王
国
の
貴
族

と
の
あ
い
だ
で
も
ア
ラ
ゴ
ン
の
フ
エ
ロ
の
適
用
範
囲
の
拡
大
が
合
意
さ

れ
て
い
る
が）

11
（

、
一
二
月
に
な
っ
て
も
な
お
バ
レ
ン
シ
ア
貴
族
・
騎
士
・

イ
ン
フ
ァ
ン
ソ
ン
に
よ
る
ア
ラ
ゴ
ン
の
フ
エ
ロ
の
遵
守
要
求
は
と
ど
ま

る
こ
と
を
知
ら
ず
、
そ
こ
に
は
、
す
で
に
成
年
に
達
し
た
ア
ル
ダ
の
息

子
ゴ
ン
サ
ル
ボ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
と
エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
（
・
デ
・
ア

ン
デ
ィ
ー
リ
ャ
）
も
名
を
連
ね
て
い
る）

11
（

。

　

む
ろ
ん
、
王
権
と
ウ
ニ
オ
ン
と
の
対
立
は
解
消
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、

む
し
ろ
熾
烈
さ
を
増
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
国
王
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
三
世

即
位
直
後
の
一
二
八
六
年
か
ら
、
ウ
ニ
オ
ン
は
王
権
に
度
重
な
る
要
求

を
突
き
つ
け
、
同
年
九
月
に
は
フ
ラ
ン
ス
国
王
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
国

王
、
さ
ら
に
は
ム
ス
リ
ム
の
諸
王
権
に
も
同
盟
を
要
請
す
る
べ
く
使
節

を
派
遣
し
て
い
る
。
一
二
八
七
年
に
は
ウ
ニ
オ
ン
貴
族
の
軍
勢
が
蜂
起
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ペ
ー
ニ
ャ
に
返
還
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る）

1（
（

。
ア
ル
ダ
は
こ
の
あ
た

り
を
勘
案
し
て
、
エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
を
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
の
相
続

者
に
指
名
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
彼
は
、
一
二
八
三
年

一
二
月
に
バ
レ
ン
シ
ア
王
国
の
貴
族
が
ア
ラ
ゴ
ン
の
フ
エ
ロ
を
め
ぐ
っ

て
王
権
に
要
求
し
た
際
、
兄
ゴ
ン
サ
ル
ボ
・
エ
シ
メ
ー
メ
ス
と
と
も
に

そ
の
名
を
連
ね
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
彼
の
人
名
に
冠
せ
ら
れ
る
地
名

が
ア
レ
ノ
ス
で
は
な
く
ア
ン
デ
ィ
ー
リ
ャ
と
な
っ
て
い
る
。
前
述
の
よ

う
に
ア
ン
デ
ィ
ー
リ
ャ
は
ハ
イ
メ
一
世
に
よ
っ
て
一
二
三
七
年
に
祖
父

エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
に
封
と
し
て
賦
与
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
は
こ
れ
を

す
で
に
継
承
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
一
二
九
二
年
一
〇
月
一
五
日
、
み

ず
か
ら
ア
ン
デ
ィ
ー
リ
ャ
領
主
（dom

inus	A
ndille

）
を
名
乗
っ
て

同
地
に
入
植
許
可
状
を
発
給
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
入
植
者

に
賦
与
さ
れ
た
の
は
ア
ラ
ゴ
ン
の
フ
エ
ロ
で
あ
る）

11
（

）。（
長
子
で
な
く
）

も
と
も
と
ミ
リ
ャ
ル
ス
川
流
域
か
ら
離
れ
た
ア
ン
デ
ィ
ー
リ
ャ
を
拠
点

と
す
る
彼
に
と
っ
て
、
本
来
バ
ロ
ニ
ア
の
一
部
を
な
す
ビ
リ
ャ
エ
ル

モ
ー
サ
の
継
承
は
、
弟
へ
の
三
〇
〇
〇
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
の
支
払
い
義
務

も
含
め
て
重
荷
で
し
か
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
、
翌
年
早
々

（
遅
く
と
も
一
三
〇
〇
年
一
月
一
一
日
ま
で
）
に
は
死
没
し
、
同
名
の

子
エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
が
ア
ン
デ
ィ
ー
リ
ャ
お
よ
び
チ
ェ
ス
テ
を
継
承
、

一
三
〇
七
年
三
月
二
〇
に
は
、
国
王
ハ
イ
メ
二
世
に
よ
っ
て
、
同
名
の

曽
祖
父
同
様
ア
ラ
ゴ
ン
の
家
令（repositarius	A

ragonum

）と
し
て
、

ア
ン
デ
ィ
ー
リ
ャ
の
城
塞
・
ウ
ィ
ラ
を
民
事
・
刑
事
裁
判
全
権
含
め
て

安
堵
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
は
ど
う
や
ら
、
父
エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
に
よ
っ

の
息
子
と
そ
の
相
続
財
産
に
注
目
し
よ
う
。
ま
ず
、長
子
ゴ
ン
サ
ル
ボ
・

エ
シ
メ
ー
ネ
ス
・
デ
・
ア
レ
ノ
ス
に
家
督
相
続
者
と
し
て
、
城
塞
ア
レ

ノ
ス
、
ア
ラ
ニ
ュ
エ
ル
、
シ
ラ
ッ
ト
、
モ
ン
タ
ン
、
ト
ー
ガ
が
継
承
さ

れ
る
。
つ
い
で
、
エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
（
・
デ
・
ア
ン
デ
ィ
ー
リ
ャ
）

に
は
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
が
与
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
代
わ
り
弟
フ
ェ
ラ

ン
ド
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
に
バ
レ
ン
シ
ア
王
国
の
レ
ア
ル
貨
で

三
〇
〇
〇
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
最
後
に
、

フ
ェ
ラ
ン
ド
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
に
は
、
ビ
リ
ャ
マ
レ
ー
フ
ァ
お
よ
び
ス

カ
イ
ナ
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る）

11
（

。
以
上
の
う
ち
、
フ
ェ
ラ

ン
ド
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
は
ほ
と
ん
ど
間
を
お
か
ず
一
三
〇
一
年
五
月
六

日
、
自
身
の
姉
サ
ン
チ
ャ
・
フ
ェ
ラ
ン
デ
ィ
ス
の
娘
（
に
し
て
長
ら
く

ペ
ド
ロ
三
世
の
後
見
下
に
お
か
れ
た
）
サ
ン
チ
ャ
・
フ
ェ
ラ
ン
デ
ィ
ス
・

デ
ィ
ア
ス
が
嫁
い
だ
ハ
イ
メ
・
ペ
レ
ス
・
デ
・
セ
ゴ
ル
ベ
（
ペ
ド
ロ
三

世
の
庶
子
）
に
、
生
前
贈
与
さ
れ
て
い
た
ら
し
き
も
の
も
含
め
て
、
ビ

リ
ャ
マ
ル
ー
ル
の
城
塞
・
ウ
ィ
ラ
、
ア
ジ
ョ
ダ
ル
の
城
塞
・
ウ
ィ
ラ
、

ト
ラ
ル
バ
の
塔
・
ウ
ィ
ラ
を
、
六
〇
〇
〇
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
で
売
却
し
て

い
る）

11
（

。
ゴ
ン
サ
ル
ボ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
は
七
年
後
の
一
三
〇
八
年
三
月

六
日
、
売
却
時
と
同
額
で
こ
れ
ら
を
併
せ
て
買
い
戻
し
て
い
る）

11
（

。

　

他
方
、
エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
が
相
続
し
た
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
に
つ

い
て
は
ど
う
か
。
じ
つ
は
、
ゴ
ン
サ
ル
ボ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
は
ア
ル
ダ

の
再
婚
以
来
、
み
ず
か
ら
の
相
続
権
を
案
じ
て
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
を

襲
撃
、
教
会
管
理
人
ペ
ロ
・
ロ
ペ
ス
を
捕
虜
に
と
っ
た
あ
げ
く
、
そ
の

城
塞
・
ウ
ィ
ラ
を
占
有
し
て
お
り
、
一
二
九
一
年
三
月
二
〇
日
に
国
王

ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
三
世
に
よ
っ
て
そ
れ
を
ペ
ロ
・
ホ
ル
ダ
ン
・
デ
・
ラ
・
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残
さ
れ
て
い
る
。お
そ
ら
く
次
の
プ
エ
ブ
ラ
・
デ
・
ア
レ
ノ
ス（
一
三
一
七

年
八
月
八
日
）
な
ら
び
に
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
（
一
三
一
七
年
八
月

二
一
日
）
に
対
し
て
発
給
さ
れ
た
、
賦
課
租
の
全
面
的
ま
た
は
一
時
的

な
変
更
を
主
題
と
す
る
改
定
フ
エ
ロ
は
、
ま
さ
し
く
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー

サ
獲
得
に
由
来
す
る
以
上
の
よ
う
な
負
債
の
解
消
と
無
関
係
で
は
な
い

も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
一
三
一
七
年
八
月
八
日
の
プ
エ
ブ
ラ
・
デ
・

ア
レ
ノ
ス
の
そ
れ
は
、
同
地
の
フ
ス
テ
ィ
シ
ア
、
ベ
レ
ン
ゲ
ー
ル
・
プ

ラ
ッ
ツ
、誓
約
人
ベ
ル
ナ
ッ
ト
・
ト
ル
ラ
お
よ
び
ビ
セ
ン
テ
・
サ
ン
チ
ョ
、

さ
ら
に
八
名
の
コ
ン
セ
ホ
全
成
員
に
よ
る
自
発
的
な
奉
仕
（gracioso	

servicio

）
を
称
え
る
と
い
う
出
だ
し
で
、
以
下
の
と
お
り
規
定
さ
れ

て
い
る
。
曰
く
、
コ
ン
セ
ホ
は
き
た
る
五
年
間
、
総
額
七
五
〇
〇
ソ
リ

ド
ゥ
ス
、
毎
年
聖
ミ
カ
エ
ル
の
祝
日
に
一
五
〇
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
を
納
付

す
る
。
こ
の
間
、
い
か
な
る
放
牧
税
も
そ
の
他
ペ
チ
ャ
も
免
除
さ
れ
、

毎
年
一
五
〇
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
、
宿
泊
税
六
〇
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
の
み
を
負

担
し
、
領
主
に
よ
る
騎
行
義
務
、
領
主
子
弟
の
結
婚
、
領
主
渡
海
以
外

に
い
か
な
る
要
求
を
も
し
な
い
。
灌
漑
地
に
お
け
る
麻
畑
・
亜
麻
畑
・

菜
園
か
ら
の
十
分
の
一
税
は
免
除
さ
れ
、
初
穂
納
入
は
共
同
体
に
帰
せ

ら
れ
る
。
ア
ラ
ゴ
ン
の
フ
エ
ロ
お
よ
び
慣
習
は
保
証
さ
れ
る
。
最
後
に
、

民
事
・
刑
事
問
わ
ず
そ
の
ほ
か
す
べ
て
の
領
主
権
、
軍
役
・
騎
行
義
務

は
従
来
ど
お
り
す
べ
て
留
保
さ
れ
る）

11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
既
存
の
通
常
賦

課
租
（
こ
の
場
合
、
ペ
チ
ャ
、
放
牧
税
、
収
穫
の
一
〇
分
の
一
）
を
免

除
し
て
、
年
限
つ
き
で
一
定
額
の
貨
幣
の
供
出
を
要
求
す
る
の
は
、
同

時
期
の
王
権
が
議
会
を
介
し
て
協
賛
を
図
っ
た
補
助
税
（subsidio

）

な
い
し
援
助
金
（ayuda

）
と
ま
っ
た
く
同
じ
や
り
方
で
あ
る
。

て
即
座
に
ゴ
ン
サ
ル
ボ
・
エ
シ
メ
ー
メ
ス
に
放
棄
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
一
三
一
六
年
一
二
月
三
日
、
子
エ
シ
メ
ノ
・
ペ

レ
ス
は
、「
死
ん
だ
エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
が
ゴ
ン
サ
ル
ボ
・
エ
シ
メ
ー

メ
ス
と
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
お
よ
び
両
人
の
父

祖
の
も
の
で
あ
っ
た
そ
の
ほ
か
の
財
産
に
つ
い
て
贈
与
か
つ
放
棄
し
た

こ
と
を
理
由
に
」（ex	causa	donationis	et	diffi

nim
entum

	facti	
per	dicti	nobilem

	Exim
inum

	Petri	quondam
	dicto	nobile	

Gondiçalbi	Exim
ini	et	suis	[		]	poterat	et	debebat	in	loco	de	

V
illa	Form

osa	et	aliis	bonis	que	fuerunt	parentum
	dictorum

	
Gondiçalbi	Exim

ini	et	Exim
ini	Petri	de	A

renoso

）、
ゴ
ン
サ

ル
ボ
・
エ
シ
メ
ー
メ
ス
が
独
自
に
任
命
し
た
コ
ル
テ
ス
・
デ
・
ア
レ
ノ

ス
の
ア
ル
カ
イ
デ
が
そ
の
所
領
収
入
か
ら
支
払
う
べ
き
一
〇
〇
〇
〇
〇

ソ
リ
ド
ゥ
ス
の
う
ち
の
全
額
が
依
然
と
し
て
支
払
わ
れ
て
い
な
い
旨
、

国
王
ハ
イ
メ
二
世
に
訴
え
出
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ

ス
は
、
問
題
の
コ
ル
テ
ス
そ
の
も
の
を
返
還
す
る
か
、
一
〇
〇
〇
〇
〇

ソ
リ
ド
ゥ
ス
が
完
済
さ
れ
る
ま
で
毎
年
三
〇
〇
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
を
支
払

う
よ
う
要
求
す
る
も
、
ゴ
ン
サ
ル
ボ
・
エ
シ
メ
ー
メ
ス
は
そ
の
い
ず
れ

を
も
認
め
な
か
っ
た
。
最
終
的
に
、（
バ
レ
ン
シ
ア
王
国
貴
族
の
紛
争

な
が
ら
）
ア
ラ
ゴ
ン
大
法
官
エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
・
デ
・
サ
ラ
ノ
ー
バ

の
判
決
に
よ
り
、
負
債
そ
の
も
の
は
以
後
も
有
効
で
あ
る
も
の
の
、
コ

ル
テ
ス
・
デ
・
ア
レ
ノ
ス
の
返
還
も
毎
年
三
〇
〇
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
の
支

払
い
も
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ゴ
ン
サ
ル
ボ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
に
は
、
問
題
の

一
〇
〇
〇
〇
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
の
残
額
の
負
債
そ
の
も
の
は
依
然
と
し
て
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の
も
と
で
相
続
の
遅
か
っ
た
両
親
は
、
マ
ル
ケ
ー
サ
・
ロ
ペ
ス
・
デ
・

ラ
ー
ダ
を
妻
に
迎
え
た
長
子
ペ
ロ
・
ホ
ル
ダ
ン
に
、
ア
レ
ノ
ス
の
城
塞
・

ウ
ィ
ラ
、
モ
ン
タ
ン
の
城
塞
、
ア
ラ
ニ
ュ
エ
ル
の
ウ
ィ
ラ
、
シ
ラ
ッ
ト

の
城
塞
・
ウ
ィ
ラ
、
エ
ル
・
ト
ル
モ
の
城
塞
・
ウ
ィ
ラ
、
ト
レ
チ
ー
バ
、

ト
ー
ガ
の
城
塞
・
ウ
ィ
ラ
、
エ
ス
パ
デ
ィ
ー
リ
ャ
の
城
塞
・
ウ
ィ
ラ
、

ブ
エ
イ
ネ
グ
ロ
の
城
塞
・
ウ
ィ
ラ
、
ア
ル
へ
リ
ー
タ
、
バ
リ
ャ
ッ
ト
、

ル
デ
ィ
エ
ン
テ
、
ビ
リ
ャ
マ
ル
ー
ル
の
城
塞
・
ウ
ィ
ラ
、
さ
ら
に
ビ
リ
ャ

エ
ル
モ
ー
サ
の
ウ
ィ
ラ
を
早
く
も
贈
与
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
編
成
す

る
バ
ロ
ニ
ア
の
一
円
性
・
領
域
性
は
明
白
で
あ
り
、
全
体
が
テ
ル
エ
ル

属
域
、
ハ
イ
メ
二
世
・
デ
・
ヘ
リ
カ
領
、
ア
ル
モ
ナ
シ
ッ
ド
、
マ
テ
ッ

ト
、
パ
ビ
エ
ス
、
ヒ
ン
ケ
ル
、
フ
ア
ン
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
・
デ
・
ウ
レ

ア
領
、
ビ
ス
タ
ベ
ー
リ
ャ
、
プ
エ
ル
ト
ミ
ン
ガ
ル
ボ
、
カ
ス
テ
ル
ビ
ス

パ
ル
に
隣
接
す
る
と
あ
る
。
な
お
、
両
親
存
命
中
は
、
必
要
に
迫
ら
れ

て
も
以
上
を
抵
当
化
す
る
場
合
に
は
、
四
二
〇
〇
〇
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
を

超
え
て
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

な
ん
と
そ
の
一
年
後
の
一
三
一
九
年
一
二
月
三
日
、
今
度
は
ペ
ロ
・

ホ
ル
ダ
ン
と
マ
ル
ケ
ー
サ
・
ロ
ペ
ス
・
デ
・
ラ
ー
ダ
が
、
生
ま
れ
た
ば

か
り
の
子
ゴ
ン
サ
ル
ボ
・
デ
ィ
ア
ス
・
デ
・
ア
レ
ノ
ス
に
バ
ロ
ニ
ア
を

早
々
と
贈
与
し
て
い
る
。
こ
こ
で
列
挙
さ
れ
る
の
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
ア
レ
ノ
ス
の
城
塞
・
ウ
ィ
ラ
、
モ
ン
タ
ン
の
城
塞
・

ウ
ィ
ラ
、
ア
ラ
ニ
ュ
エ
ル
の
ウ
ィ
ラ
、
シ
ラ
ッ
ト
の
城
塞
・
ウ
ィ
ラ
、

エ
ル
・
ト
ル
モ
の
城
塞
、
ト
レ
チ
ー
バ
の
ア
ル
ケ
リ
ア
、
ト
ー
ガ
の
城

塞
・
ウ
ィ
ラ
、
エ
ス
パ
デ
ィ
ー
リ
ャ
の
城
塞
・
ウ
ィ
ラ
、
ブ
エ
イ
ネ
グ

ロ
の
城
塞
（
ア
ル
ヘ
リ
ー
タ
お
よ
び
ル
デ
ィ
エ
ン
テ
の
ア
ル
ケ
リ
ア
と

　

他
方
、一
三
一
七
年
八
月
二
一
日
の
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
の
そ
れ
は
、

前
述
の
よ
う
に
当
該
ウ
ィ
ラ
の
獲
得
に
よ
る
も
の
も
含
め
て
領
主
の
負

債
を
当
該
ウ
ィ
ラ
そ
の
も
の
が
自
発
的
に
負
担
し
た
こ
と
に
対
す
る
恩

恵
と
い
う
名
目
で
発
給
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
す
な
わ
ち
、
ゴ
ン
サ
ル
ボ
・
エ

シ
メ
ー
メ
ス
と
妻
ウ
ラ
ー
カ
・
ホ
ル
ダ
ン
・
デ
・
ラ
・
ペ
ー
ニ
ャ
が
抵

当
化
し
た
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
と
バ
ロ
ニ
ア
と
を
償
還
す
る
た
め
の

六
〇
〇
〇
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
を
当
該
ウ
ィ
ラ
が
供
出
し
て
く
れ
た
の
で
、

以
後
、
聖
ミ
カ
エ
ル
の
祝
日
に
ペ
チ
ャ
一
〇
〇
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
を
納
付

す
る
の
み
と
し
、
そ
の
他
い
か
な
る
奉
仕
を
も
免
除
す
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
以
下
、
放
牧
税
の
免
除
、
麻
、
亜
麻
、
野
菜
、
果
実
ほ
か
の

一
〇
分
の
一
の
免
除
、
ア
ラ
ゴ
ン
の
フ
エ
ロ
と
慣
習
な
ら
び
に
先
人
に

よ
り
与
え
ら
れ
た
入
植
許
可
状
の
確
認
、初
穂
納
入
は
共
同
体
に
賦
与
、

最
後
に
、
軍
役
・
騎
行
義
務
は
免
除
さ
れ
な
い
が
、
あ
く
ま
で
も
領
主

個
人
の
要
請
の
あ
る
と
き
の
み
で
、
そ
の
代
わ
り
宿
泊
地
提
供
義
務
ま

た
は
二
〇
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
間
、
ゴ
ン
サ
ル
ボ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
と
ウ
ラ
ー
カ
・
ホ
ル
ダ
ン
・

デ
・
ラ
・
ペ
ー
ニ
ャ
の
子
ペ
ロ
・
ホ
ル
ダ
ン
に
よ
る
バ
ロ
ニ
ア
継
承
の

足
場
が
ほ
と
ん
ど
同
時
並
行
的
に
固
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ペ

ロ
・
ホ
ル
ダ
ン
自
身
、
一
三
一
五
年
一
月
一
八
日
、
二
〇
〇
〇
〇
ソ
リ

ド
ゥ
ス
を
費
や
し
て
、
か
つ
て
は
そ
の
一
部
で
あ
り
な
が
ら
マ
ル
テ
ィ

ン
・
イ
ニ
ゲ
ス
が
領
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
（
ビ
リ
ャ
マ
ル
ー

ル
の
ア
ル
ケ
リ
ア
）
ア
ジ
ョ
ダ
ル
（lugar	de	A

yódar,	alcaria	de	
V

illam
alur

）
を
購
入
し
、
こ
れ
を
父
の
掌
中
に
帰
し
て
い
る）

11
（

。
か
く

し
て
一
三
一
八
年
四
月
八
日
、
当
時
と
し
て
は
長
命
だ
っ
た
母
ア
ル
ダ
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際
、
一
三
二
五
年
に
ペ
ロ
・
ホ
ル
ダ
ン
が
死
亡
す
る
や
後
者
の
掌
中
に

帰
せ
ら
れ
た
ら
し
く）

11
（

、
後
述
す
る
よ
う
に
国
王
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
四
世
が

彼
の
財
産
の
確
認
を
行
な
っ
た
際
に
は
コ
ル
テ
ス
は
そ
の
一
部
を
な
し

て
い
る
（
一
三
三
〇
年
一
一
月
四
日）

1（
（

）。

　

他
方
、
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
は
、
ど
う
や
ら
ペ
ロ
・
ホ
ル
ダ
ン
の
弟

サ
ン
チ
ョ
・
ド
ゥ
エ
ル
タ
・
デ
・
ア
レ
ノ
ス
の
強
硬
な
要
求
を
免
れ
な

か
っ
た
ら
し
い
。
一
三
二
九
年
八
月
二
九
日
に
は
、
彼
が
ビ
リ
ャ
エ
ル

モ
ー
サ
の
一
部
住
人
・
居
住
者
を
率
い
て
（
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
デ
・

モ
ン
テ
ー
ザ
騎
士
団
領
の
）
オ
ン
ダ
の
家
畜
を
略
奪
し
て
お
り
、
ア
ル

フ
ォ
ン
ソ
四
世
は
、
寡
婦
マ
ル
ケ
ー
サ
・
ロ
ペ
ス
・
デ
・
ラ
ー
ダ
と
同

地
の
ア
ル
カ
イ
デ
に
下
手
人
の
処
罰
を
命
じ
て
い
る）

11
（

。
だ
が
、
そ
の
二

年
後
、
当
の
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
の
コ
ン
セ
ホ
が
み
ず
か
ら
の
声
を
挙

げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、そ
の
フ
ス
テ
ィ
シ
ア
、誓
約
人
、代
理
人
（
フ

ア
ン
・
デ
・
カ
サ
、
ペ
ロ
・
セ
ラ
ー
ノ
、
ド
ミ
ン
ゴ
・
ア
ラ
ウ
、
エ
ス

テ
バ
ン
・
フ
ス
ト
〔sindici	et	jurati	de	V

illaferm
osa,	justicia	e	

síndichs	e	procuradors	de	la	universitat	de	V
ilaferm

osa

〕）

が
バ
レ
ン
シ
ア
法
廷
に
訴
え
で
て
、
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
お
よ
び
シ

ラ
ッ
ト
の
領
主
（senyor	de	la	[villa]	de	V

ilaferm
osa	e	Sirat

）

を
名
乗
る
サ
ン
チ
ョ
・
ド
ゥ
エ
ル
タ
・
デ
・
ア
レ
ノ
ス
に
オ
マ
ー
ジ
ュ

を
捧
げ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
、み
ず
か
ら
の
領
主
は
ゴ
ン
サ
ル
ボ
・
デ
ィ

ア
ス
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
、声
高
に
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
サ
ン
チ
ョ
・

ド
ゥ
エ
ル
タ
（
の
代
理
人
ベ
ル
ナ
ッ
ト
・
デ
・
ア
ル
バ
ラ
ー
テ
）
側
の

主
張
は
、
ゴ
ン
サ
ル
ボ
・
デ
ィ
ア
ス
は
成
年
に
達
し
て
い
な
い
の
で
オ

マ
ー
ジ
ュ
を
捧
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
ル

も
に
）、
ビ
リ
ャ
マ
ル
ー
ル
の
城
塞
・
ウ
ィ
ラ
（
付
属
す
る
ア
ジ
ョ
ダ

ル
の
城
塞
、
フ
エ
ン
テ
ス
、
ビ
リ
ャ
ア
レ
ー
バ
、
ベ
ル
ニ
ー
セ
ス
と
も

に
）、
ビ
リ
ャ
マ
レ
ー
フ
ァ
の
城
塞
・
ウ
ィ
ラ
、
ス
カ
イ
ナ
の
ウ
ィ
ラ
、

コ
ル
テ
ス
の
城
塞
・
ウ
ィ
ラ
、
さ
ら
に
ビ
リ
ャ
マ
ル
ー
ル
の
城
塞
に
付

属
す
る
ト
ラ
ル
バ
が
そ
れ
で
あ
る
。
や
は
り
バ
ロ
ニ
ア
全
体
が
顕
著
な

一
円
性
・
領
域
性
を
帯
び
て
お
り
、
以
上
の
全
体
を
と
り
ま
く
隣
接
物

が
北
西
南
東
の
順
に
、
テ
ル
エ
ル
の
属
域
村
落
ル
ビ
エ
ロ
ス
、
ノ
ゲ
ル

エ
ラ
ス
、
サ
ン
・
ア
グ
ス
テ
ィ
ン
に
は
じ
ま
り
、
ピ
ナ
ー
ル
、
カ
ス
テ

ル
モ
ン
タ
ン
、
パ
ビ
エ
ス
、
マ
テ
ッ
ト
、
バ
ル
・
デ
・
ア
ル
モ
ナ
シ
ッ

ド
、
ヒ
ン
ケ
ル
、
ス
エ
ラ
、
フ
ァ
ン
サ
ー
ラ
、
ア
ラ
ー
ニ
ャ
、
リ
ュ
セ
ー

ナ
、
シ
ョ
ド
ス
、
ビ
ス
タ
ベ
ー
リ
ャ
、
プ
エ
ル
ト
ミ
ン
ガ
ル
ボ
、
カ
ス

テ
ル
ビ
ス
パ
ル
、
ス
ア
ラ
の
各
村
域
と
明
記
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
幼
年
の
息
子
に
早
々
と
相
続
内
容
を
確
定
し
た
の
は
、

実
際
に
一
三
二
五
年
に
死
亡
す
る
父
ペ
ロ
・
ホ
ル
ダ
ン
の
健
康
状
態
の

先
行
き
に
不
安
が
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、

一
三
一
八
年
に
は
あ
っ
て
一
三
一
九
年
に
は
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
そ

の
逆
に
注
目
す
る
と
、
そ
の
本
当
の
理
由
が
み
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
相
続
が
約
束
さ
れ
た
バ
ロ
ニ
ア
に
は
含
ま

れ
て
い
な
い
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
と
、
逆
に
含
ま
れ
て
い
る
コ
ル
テ
ス

と
い
う
、
互
い
に
隣
接
す
る
二
つ
の
村
落
で
あ
る
。
じ
つ
は
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
ア
レ
ノ
ス
家
の
傍
系
親
族
に
よ
る
要
求
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
コ
ル
テ
ス
は
、
前
述
の
よ
う

に
一
三
一
六
年
に
ゴ
ン
サ
ル
ボ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
と
甥
エ
シ
メ
ノ
・
ペ

レ
ス
・
デ
・
ア
ン
デ
ィ
ー
リ
ャ
と
の
紛
争
の
焦
点
と
な
っ
て
お
り
、
実
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一
三
三
四
年
七
月
二
九
日
に
お
い
て
も
な
お
ア
ラ
ゴ
ン
の
フ
エ
ロ
を
用

い
て
お
り
、
バ
レ
ン
シ
ア
の
フ
エ
ロ
に
従
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
国

王
ペ
ド
ロ
四
世
が
シ
チ
リ
ア
に
発
つ
ま
え
に
王
国
の
す
べ
て
の
貴
族
が

バ
レ
ン
シ
ア
の
フ
エ
ロ
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
と
す
る
命
令
に
違
反
し

て
い
る
と
い
う
、
王
権
な
ら
び
に
王
国
議
会
常
設
代
表
部
の
圧
力
の
矢

面
に
立
た
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る）

11
（

。

註（
＊
）		

本
稿
で
使
用
さ
れ
る
略
記
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。A

CA
:	

A
rchivo	de	la	Corona	de	A

ragón;	A
CV

:	A
rxiu	de	la	Catedral	

de	V
alència;	A

D
PC:	A

rxiu	de	la	D
iputació	Provincial	de	

Castelló;	A
H

N
:	A

rchivo	H
istórico	N

acional;	A
H

PT
:	A

rchivo	
H

istórico	Provincial	de	T
eruel;	A

H
PZ:	A

rchivo	H
istórico	

Provincial	de	Zaragoza;	A
M

P:	A
rchivo	M

unicipal	de	
Puertom

ingalvo;	A
M

V
:	A

rxiu	M
unicipal	de	V

alència;	A
RV

:	
A

rxiu	del	Regne	de	V
alència;	A

V
JI:	A

rxiu	V
irtual	Jaum

e	I;	
D

JI:	A
.	H

uici	M
iranda	y	M

.	D
.	Cabanes	Pecourt,	D

ocum
entos 

de Jaim
e I de A

ragón,	5	vols.,	Zaragoza,	1976-1988.	

な
お
、
と

く
に
本
稿
の
二
の
執
筆
に
あ
た
り
、
在
野
の
プ
エ
ブ
ラ
・
デ
・
ア
レ
ノ

ス
郷
土
史
家
ホ
ル
ヘ
・
ネ
ボ
ッ
ト
・
フ
ォ
ル
テ
ア
が
、
学
術
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の

ア
カ
デ
ミ
ア
（https://w

w
w

.academ
ia.edu

）
上
に
電
子
フ
ァ
イ
ル

で
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
た
、
ア
レ
ノ
ス
家
に
か
か
わ
る
史
料
の
網
羅
的
な

目
録
に
お
お
い
に
助
け
ら
れ
た
。
そ
の
尽
力
に
敬
意
を
表
し
つ
つ
、
伏

し
て
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
や
は
り
二
を
中
心
に
、
カ
ス
テ

リ
ョ
・
ダ
・
ラ
・
プ
ラ
ー
ナ
の
ジ
ャ
ウ
メ
一
世
大
学
主
宰
の
ヴ
ァ
ー
チ
ャ

ル
文
書
館
で
公
開
さ
れ
て
い
る
電
子
テ
ク
ス
ト
版
史
料
を
一
部
活
用
し

フ
ォ
ン
ソ
四
世
の
裁
定
は
、
サ
ン
チ
ョ
・
ド
ゥ
エ
ル
タ
が
本
来
い
か
な

る
権
利
を
も
も
っ
て
い
な
い
の
で
、コ
ン
セ
ホ
が
同
地
の
領
主
と
し
て
、

彼
で
は
な
く
ひ
と
ま
ず
母
マ
ル
ケ
ー
サ
・
ロ
ペ
ス
・
デ
・
ラ
ー
ダ
に
オ

マ
ー
ジ
ュ
を
捧
げ
る
よ
う
に
と
し
た
の
で
あ
る）

11
（

。
も
っ
と
も
、
サ
ン

チ
ョ
・
ド
ゥ
エ
ル
タ
は
一
三
三
二
年
初
頭
の
段
階
で
も
な
お
、
城
塞
ビ

リ
ャ
マ
ル
ー
ル
お
よ
び
そ
の
父
ゴ
ン
サ
ル
ボ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
の
も
の

で
あ
っ
た
ほ
か
の
村
落
を
不
当
に
領
有
し
て
お
り
、
王
権
は
同
年
三
月

一
六
日
、
ビ
リ
ャ
マ
ル
ー
ル
を
国
王
役
人
に
明
け
渡
す
よ
う
目
下
要
求

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
し
て
い
る）

11
（

。

　

国
王
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
四
世
は
一
三
三
〇
年
一
一
月
四
日
、
エ
シ
メ

ノ
・
ペ
レ
ス
に
対
し
て
、
コ
ル
テ
ス
、
チ
ェ
ス
テ
、
ア
ス
エ
バ
ル
、
ソ

ネ
ー
ハ
、モ
ス
ケ
ラ
お
よ
び
ペ
リ
ー
ノ
ス（
い
ず
れ
も
ヘ
リ
カ
村
域
内
）、

さ
ら
に
ア
ン
デ
ィ
ー
リ
ャ
の
領
有
を
、
民
事
・
刑
事
裁
判
全
権
の
賦
与

と
と
も
に
確
認
、
あ
ら
ゆ
る
流
通
諸
税
の
免
除
を
加
え
て
安
堵
し
て
い

る
。
そ
の
冒
頭
で
は
、
ア
ラ
ゴ
ン
の
フ
エ
ロ
と
バ
レ
ン
シ
ア
の
フ
エ
ロ

と
の
並
存
が
王
国
全
土
に
深
刻
な
分
断
を
も
た
ら
し
て
き
た
、
い
ま
や

エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
は
ほ
か
の
騎
士
同
様
、
ア
ラ
ゴ
ン
の
フ
エ
ロ
を
放

棄
し
、
バ
レ
ン
シ
ア
の
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
王
国

全
体
の
利
益
に
か
な
う
奉
仕
で
あ
る
か
ら
、
当
該
特
権
状
の
賦
与
に
お

よ
ん
だ
と
す
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
む
ろ
ん
、
こ
れ
こ
そ
、
バ
レ

ン
シ
ア
の
フ
エ
ロ
を
受
け
入
れ
る
代
わ
り
に
民
事
・
刑
事
裁
判
全
権
を

賦
与
す
る
と
し
た
前
述
の
「
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
裁
判
立
法
」
の
個
別
適
用

事
例
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、こ
れ
に
対
し
て
、ゴ
ン
サ
ル
ボ
・

デ
ィ
ア
ス
・
デ
・
ア
レ
ノ
ス
と
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
の
住
人
は
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て
い
る
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
き
た
い
。J.	N

ebot	Fortea,	
D

iplom
atario A

renós. Pergam
inos originales en latín de la 

fam
ilia A

renós,	https://w
w

w
.academ

ia.edu/7365230/
D

IPLO
M

A
T

A
R

IO
_D

E
L_A

PE
LLID

O
_A

R
E

N
%

C
3%

93S;	
A

rxiu	V
irtual	Jaum

e	I.	D
ocum

ents	d

�època	m
edieval	relatius	

a	la	Corona	d

�Aragó,	http://w
w

w
.jaum

eprim
er.uji.es.

　
（
1
）		R.	I.	Burns,	A

lm
ohad	Prince	and	M

udejar	Convert:	N
ew

	
D

ocum
entation	on	A

bū	Zayd,	M
edieval Iberia. E

ssays on the 
H

istory and Literature of M
edieval Spain,	N

ew
	Y

ork,	1997,	
pp.	171-188;	id.,	D

aughter	of	A
bū	Zayd,	Last	A

lm
ohad	Ruler	

of	V
alencia:	T

he	Fam
ily	and	Christian	Seigniory	of	A

lda	
F

errándis,	V
iator,	no.	24,	1993,	pp.	143-187;	R

.	F
errer	

N
avarro,	Repoblación	y	feudalism

o	en	el	reino	de	V
alencia,	

E
n torno al feudalism

o hispánico,	Á
vila,	1989,	pp.	401-416;	E.	

Guinot	Rodríguez,	La	im
plantació	de	la	societat	feudal	al	

País	V
alencià	del	segle	X

III:	la	gènesi	de	les	senyories	i	
l

�establim
ent	de	les	term

es,	E
l tem

ps i l

�espai del feudalism
e,	

Lleida,	2004,	pp.	421-442.	

　
（
2
）		J.	V

.	G
óm

ez	B
ayarri,	C

artas	pueblas	valencianas	
concedidas	a	fueros	aragoneses,	A

ragón en la E
dad M

edia,	
no.	20,	2008,	pp.	391-412.

　
（
3
）		J.	Sánchez	A
dell,	La	com

unidad	de	M
orella	y	sus	aldeas	

durante	la	Baja	Edad	M
edia	(N

otas	y	docum
entos),	E

studis 
castellonencs,	no.	1,	1983,	pp.	98-102.

　
（
4
）		R.	I.	Burns,	M

uslim
s, Christians and Jew

s in the Crusader 
K

ingdom
 of V

alencia: Societies in Sym
biosis,	Cam

bridge,	
1984,	pp.	26-27.	

　
（
5
）		E.	Guinot	Rodríguez,	Feudalism

o en expansión en el N
orte 

V
alenciano: antecedentes y desarrollo del señorío de la O

rden 
de M

ontesa: siglos X
III y X

IV
,	Castelló	de	la	Plana,	1986;	id.,	

La	creació	de	les	senyories	en	una	societat	feudal	de	
frontera:	el	regne	de	V

alència,	R
evista d

�Història M
edieval,	

8,	1997,	pp.	79-108;	id.,	O
rigen	i	evolució	del	feudalism

e	al	
M

aestrat	de	Castelló	(segles	X
III-X

IV
),	E

studi G
eneral,	vol.	

5-6,	1986,	pp.	311-323.

　
（
6
）		A

RV
,	Real	Cancillería,	Pergam

inos	reales,	no.	138	(1283,	X
,	

3).

　
（
7
）		S.	M

.	Cingolani,	D
iplom

atari de Pere el G
ran, 1. Cartes i 

pergam
ins (1258-1285),	Barcelona,	2011,	doc.	no.	360	(1283,	

X
II).	

　
（
8
）		V

.	Baydal	Sala,	G
uerra, relacions de poder i fiscalitat 

negociada: els orígens del contractualism
e al regne de 

V
alència (1238-1330),	Barcelona,	2014,	pp.	165-181,	376-423,	

463-501;	id.,	La	evolución	del	m
onedaje	o	m

orabatí	en	el	
reino	de	V

alencia	entre	1266	y	1385,	Fisco y m
oneda. E

l uso 
del dinero en las econom

ías de los reinos hispanos, siglos 
X

III-X
V

III,	Santander,	2020,	pp.	1-30.

　
（
9
）		E.	Guinot	Rodríguez,	La	im

plantació	de	la	societa	feudal,	
pp.	421-442;	V

.	Baydal	Sala.,	E
ls orígens de la revolta de la 

U
nió al regne de V

alència (1330-1348),	V
alència,	2013,	pp.	

13-26.	
　
（
10
）		E.	Guinot,	Colonización	feudal	y	génesis	de	las	villas-

m
ercado	al	sur	de	la	C

orona	de	A
ragón:	la	región	de	

M
orella	y	el	M

aestrazgo	de	Castellón	en	la	coyuntura	del	
1300,	D

ynam
iques du m

onde rural dans la conjoncture de 
1300: échanges, prélèvem

ents et consom
m

ation en 
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X
III-X

IV
,	Zaragoza,	2017.

　
（
16
）		G.	N
avarro	Espinach	y	J.	A

parici	M
artí,	La	producción	

textil	en	T
eruel	m

edieval,	T
eruel,	88-89	[II],	2011-2012,	pp.	

73-100;	ids.,	La	herencia	de	un	tejedor	valenciano	en	el	siglo	
X

V
.	N

ueva	edición	del	m
anuscrito	de	Segorbe,	A

ragón en la 
E

dad M
edia,	no.	30,	2019,	pp.	243-293.

　
（
17
）		C.	V

illanueva	M
orte,	Entre	A

ragón	y	V
alencia:	T

eruel	y	
el	A

lto	Palancia	en	los	intercam
bios	m

ercantiles	de	la	Plena	
y	Baja	Edad	M

edia,	Crecim
iento económ

ico y form
ación de 

los m
ercados en A

ragón en la E
dad M

edia,	Zaragoza,	2009,	
pp.	233-274;	id.,	Litigios	en	el	proceso	de	deslinde	y	
am

ojonam
iento	entre	los	térm

inos	de	V
illaherm

osa	del	Río	y	
Cortes	de	A

renoso	en	el	últim
o	cuarto	del	siglo	X

V
,	E

studis 
castellonencs,	no.	10,	2003-2005,	pp.	5-42.

　
（
18
）		J.	A

parici	M
artí,	Ó

sm
osis	socio-económ

ica	en	territorios	
lim

ítorofes.	La	perm
eabilidad	del	M

aestrazgo	turolense	y	
castellonense	en	los	siglos	X

IV
	y	X

V
,	Stvdivm

. R
evista de 

hum
anidades,	16,	2010,	pp.	39-56.

　
（
19
）		R.	I.	Burns,	A

lm
ohad	Prince	and	M

udejar	Convert,	pp.	
171-188:	id.,	D

aughter	of	A
bū	Zayd,	pp.	143-187.	

　
（
20
）		J.	C

astillo	Sainz,	A
lfons el V

ell, duc reial de G
andia,	

Gandia,	2012,	pp.	106-123;	B.	T
om

ás	Botella,	E
l condado de 

D
énia en tiem

pos de A
lfonso el V

iejo: rentas y poder señorial,	
V

alència,	2013.

　
（
21
）		C.	V

illanueva	M
orte,	Entre	A

ragón	y	V
alencia,	pp.	8-13.

　
（
22
）		
拙
著
『
辺
境
の
生
成

─
征
服=

入
植
運
動
・
封
建
制
・
商
業

─
』

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
、
二
七
〇
―
三
四
五
頁
。

　
（
23
）		J.	M

edrano	A
dán,	P

uertom
ingalvo en el siglo X

V
. 

M
éditerranée occidentale,	Rom

e,	2014,	pp.	339-363.
　
（
11
）		C.	Rabassa	V

aquer,	La	m
anufactura	tèxtil	en	l

�àm
bit	rural	

dels	Ports	de	M
orella	(segles	X

IV
-X

V
),	M

illars: espai i 
història,	no.	29,	2006,	pp.	151-174.

　
（
12
）		J.	A

parici	M
artí	i	C

.	A
.	R

abassa	V
aquer,	E

nsenyar	i	
aprendre.	La	form

ació	professional	a	través	dels	contractes	
d

�aferm
am

ent	dels	segles	X
IV

	i	X
V

	al	M
aestrat	i	els	Ports	

de	M
orella	(Castelló),	M

illars: espai i història,	no.	46,	2019,	
pp.	73-113;	J.	A

parici	M
artí,	Pieles,	zapateros,	curtidurías.	El	

T
rabajo	del	cuero	en	la	zona	septentrional	del	reino	de	

V
alencia	(ss.	X

IV
-X

V
),	M

illars: espai i història,	no.	35,	2012,	
pp.	49-68.

　
（
13
）		V

.	Royo	Pérez,	Elits	rurals	i	xarxes	m
ercantils	al	nord	del	

País	V
alencià	baixm

edieval.	El	com
erç	i	la	m

anufactura	de	
llana	a	V

ilafranca	(1393-1412),	R
ecerques,	60,	2010,	pp.	25-56;	

id.,	La	identidat	col·lectiva	del	cam
perolat	V

alencià	en	la	
B

aixa	E
dat	M

itjana,	R
ivista dell

�Istituto di Storia dell

�

E
uropa M

editerranea,	no.	10,	2013,	pp.	245-292.

　
（
14
）		J.	A

.	Sesm
a	M

uñoz	y	C.	Laliena	Corbera	(ed.),	Crecim
iento 

económ
ico y form

ación de los m
ercados en A

ragón en la 
E

dad M
edia (1200-1350),	Zaragoza,	2009;	C.	Laliena	Corbera	

y	M
.	Lafuente	G

óm
ez	(ed.),	U

na econom
ía integrada. 

Com
ercio, instituciones y m

ercados en A
ragon, 1300-1500,	

Z
aragoza,	2012;	ids.	(ed.),	C

onsum
o, com

ercio y 
transform

aciones culturales en la Baja E
dad M

dia: A
ragón, 

siglos X
IV

-X
V

,	Zaragoza,	2016.

　
（
15
）		E

.	Sarasa	(ed.),	B
ajar al reino. R

elaciones sociales, 
econónom

icas y com
erciales entre A

ragón y V
alencia: siglos 
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A
V

JI,	doc.	no.	168	(1238,	X
II,	19).

　
（
29
）		A

CA
,	D

iversos,	Sástago,	no.	193	(Lío	B),	no.	068;	A
V

JI,	doc.	
no.	167	(1238,	X

II,	23).

　
（
30
）		D

JI,	doc.	no.	249	(1237,	X
II,	27).

　
（
31
）		A

rxiu	de	la	C
atedral	de	T

ortosa,	C
alaix	 “C

om
ún	del	

O
bispo	y	Cabildo ”,	no.	33;	A

V
JI,	doc.	no.	297	(1241,	V

,	1).

　
（
32
）		A

CA
,	Real	Cancillería,	Pergam

inos	de	Jaim
e	I,	no.	1025;	

A
V

JI,	doc.	no.	345	(1243,	I,	28).

　
（
33
）		A

rxiu	de	la	Catedral	de	Sogorb,	M
s.	532;	A

V
JI,	doc.	no.	

386	(1248,	II,	17):	Q
uorum

	nom
ina	hec	sunt:	M

ela,	A
renoso,	

M
ontan,	T

orm
o,	C

yrat,	T
uega,	E

spadella,	B
ueynegro,	

V
illam

alefa,	V
illaform

osa,	Cortes,	V
illam

alur	cum
	term

inis	
suis,	Jodar,	V

illahaleva,	T
ortonich;	in	alia	parte	A

ndilla;	in	
alia	parte	Castalia,	U

nil,	Ibi,	T
ibi.	

な
お
、
エ
シ
メ
ノ
・
ペ
レ
ス
は

一
二
五
一
年
九
月
一
〇
日
、
ハ
イ
メ
一
世
と
カ
ス
タ
ー
リ
ャ
お
よ
び
ウ

ニ
ル
の
交
換
に
応
じ
、
息
子
・
娘
夫
婦
（
ブ
ラ
ス
コ
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス

と
ア
ル
ダ
・
フ
ェ
ラ
ン
デ
ィ
ス
、
フ
ェ
ラ
ン
ド
・
ペ
レ
ス
と
テ
レ
ー
サ
・

エ
シ
メ
ー
ネ
ス
）
に
バ
レ
ン
シ
ア
近
傍
の
ビ
リ
ャ
マ
ル
シ
ャ
ン
お
よ
び

チ
ェ
ス
テ
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
。A

RV
.	Real	Justicia,	t.	25,	pág.	

61	y	Justicia	Civil,	no.	806,	f.	61v;	D
JI,	doc.	no.	581	(1251,	IX

,	
10).

　
（
34
）		A

H
N

,	Ó
rdenes	religiosas,	V

alencia,	M
onasterio	de	la	

Puridad	de	Franciscanas,	signatura	antigua,	sala	6,	cajón	497	
(1249,	III,	2);	A

H
N

,	Clero,	V
alencia,	carpeta	3272,	no.	6	(1249,	

III,	2).

　
（
35
）		A

RV
,	M

anam
ents	i	Em

pars,	1632,	llibre	6,	m
à	60,	f.	18-19v;	

A
V

JI,	doc.	no.	387	(1243,	III,	9).

　
（
36
）		nos	dom

pnus	A
çeyt	A

boseyt,	netus	de	M
iram

om
enino,	

Iniciativas cam
pesinas y sistem

a social en la m
ontaña 

turolense,	T
eruel,	2006;	id.,	Poblam

iento,	ferias	y	m
ercados	

en	el	M
aestrazgo	turolense,	siglos	X

III	y	X
IV

,	Crecim
iento 

económ
ico y form

ación de los m
ercados en A

ragón en la 
E

dad M
edia (1200-1350),	Zaragoza,	2009,	pp.	123-185.	

　
（
24
）		D

JI,	doc.	no.	119	(1229,	IV
,	20).

　
（
25
）		A

CA
,	Real	Cancillería,	Pergam

inos	de	Jaim
e	I,	no.	480;	

A
V

JI,	doc.	no.	154	(1232,	I,	30).

　
（
26
）		A

RV
,	Real	Justicia,	vol.	806,	f.	18-20v;	A

V
JI,	doc.	no.	211	

(1236,	IV
,	22):	in	presentiarum

	ad	m
anus	nostras	per	nos	et	

nostros	tenem
us,	videlicet	A

renoso,	M
ontan,	Castielm

ontan,	
Sirat,	T

orm
o,	Fuentes,	V

iliahaleva,	V
illam

alur,	Bordelos,	
A

rcos,	X
oda,	Bueynegro,	V

illa	M
alefa,	et	ex	ipsa	parte	ea	

que	in	proxim
o	volente	A

ltissim
o	habere	speram

us,	scilicet	
O

ndam
,	N

ules,	H
uxon	et	A

lm
anera,	cum

	om
nibus	term

inis	
et	peertinentiis	suis	cum

	om
nibus	vallibus,	m

ontaneis,	pro	
ut	predicta	castra	versus	Segobricam

	concluduntur;	ex	
altera	autem

	A
lpuent,	Cadeiheis,	A

ndilia,	T
uessa,	Chelva,	

D
om

inio,	Iuliella,	Liria	et	inde	M
urbedro,	et	om

nia	alia	que	
infra	ista	versus	Segobricam

	includuntur.	

こ
の
ほ
か
に
、
近
く

征
服
し
、
み
ず
か
ら
が
領
有
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
セ

ゴ
ル
ベ
以
東
の
オ
ン
ダ
、
ヌ
レ
ス
、
ウ
シ
ョ
、
ア
ル
メ
ナ
ー
ラ
、
さ
ら

に
同
以
西
の
ア
ル
プ
エ
ン
テ
、
カ
ル
デ
ー
リ
ェ
ス
（
カ
ナ
ー
レ
ス
？
）、

ア
ン
デ
ィ
ー
リ
ャ
、ト
ゥ
エ
ハ
ル
、チ
ェ
ル
バ
、ド
メ
ー
ニ
ョ
、チ
ュ
リ
ー

リ
ャ
、
リ
リ
ア
、
ム
ル
ベ
ド
レ
（
サ
グ
ン
ト
）
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
。

　
（
27
）		A

CA
,	Real	Cancillería,	Pergam

inos	de	Jaim
e	I,	no.	678;	

D
JI,	doc.	no.	236	(1236,	V

,	28).

　
（
28
）		A

CA
,	Real	Cancillería,	Pergam

inos	de	Jaim
e	I,	no.	1025;	



　一四世紀前半バレンシア＝アラゴン王国境界における村落共同体と流通回路―ビリャエルモーサとプエルトミンガルボ①―（足立）

73

vos	et	vestri	hom
ines	nostri,	detis	de	om

nibus	fructibus	
vestrarum

	hereditatum
	et	olivarum

,	donetis	nobis	et	nostris	
in	perpetuo	decim

am
,	tam

	pro	nobis	quam
	pro	ecclesia	et	

non	am
plius.	D

e	fructibus	vero	aliorum
	arborum

	nihil.	/	Et	
sich	possitis	vendere,	dare,	et	obligare	hereditates	vestras	
ad	quem

cum
que	volueritis,	sine	laudim

io,	et	de	firm
am

ento.	
/	Preterea	tam

en	annuo	nobis	et	nostris	dare	decim
am

	
corderiorum

,	porcellarum
,	vitulorum

,	pullinorum
,	asinorum

,	
equorum

,	decim
am

	gallinarum
,	et	eorum

	fructuum
,	

lanearum
	et	casearum

	nihil.

　
（
39
）		P

reterea	dam
us	vobis	et	vestris,	in	perpetuum

,	
m

olendinum
	quod	est	in	populatione	m

ajori,	quod	habeatis	
francum

	et	liberum
	sine	retentu	aliquo,	excepto	m

oleant	
populatores	et	habitantes	in	populatione	m

ajori;	alia	vero	
m

olendina	et	om
nes	furnos	dictorum

	locorum
,	nobis	et	

nostris	libere	retinem
us.	/	Preterea	a	quinque	annis	in	antea	

teneam
ini	nobis	et	nostris	facere	hostem

.

　
（
40
）		D

am
us	et	concedim

us	vobis	et	vestris,	in	perpetuum
,	

prim
iciam

	ad	opus	ecclesiarum
	vestrarum

,	et	concedim
us	

quod	filii	vestri	sint	sem
per	rectores	in	ecclesiis	dictorum

	
locorum

,	dum
	sint	tam

en	suffi
cientes	in	predictis.

　
（
41
）		D

am
us	vobis	et	vestris	et	om

nibus	populatoribus	et	
habitantibus	dictorum

	locorum
,	foros	et	consuetudines	

D
aroche,	et	m

erinum
,	judices	et	alcaldes,	secundum

	dictum
	

forum
.	E

t	quod	habeatis	sem
per	patronum

	fororum
	

D
aroche,	per	quod	patronum

	sem
per	judicem

ini.

　
（
42
）		E

.	G
uinot	R

odríguez,	C
artes de poblam

ent m
edievals 

valencianes,	V
alència,	1991,	doc.	no.	90	(1251,	I,	8);	M

.	D
.	

volentes	populare	christianorum
	term

inum
	castri	de	V

illa	
M

alefa,	facere	V
illam

	F
orm

ossam
,	consulte	et	ex	certa	

scientia,	per	nos	et	om
nes	nostros	presentes	et	futuros	

dam
us,	et	concedim

us	populationem
	castri	de	villam

alefa,	ad	
faciendum

	V
illam

	Form
ossam

	et	aldearum
	totius	term

ini	
eiusdem

,	vobis	Joanni	Selpha,	et	n

�Ofre	E
sperandeu,	et	

Garcia	Sanz,	et	Petro	Ferrer,	et	D
om

inico	V
illarroya,	et	

D
om

inico	Corbarani	de	Celpha,	et	Blasco	Soriano,	et	vestris	
successoribus,	et	vobiscum

	sim
ul	C

X
L	christianibus	

populatoribus	et	successoribus	eorum
dem

,	et	ad	plures	si	
convenienter	ibi	in	dicta	populatione	potuerint	populari.

　
（
37
）		Sicut	infra	term

ini	de	V
illam

alefa	et	de	villaform
ossa	

includuntur	per	circuytum
,	sich	sine	aliquo	retentu	et	voce	

m
ala	vocique	persone	dicta	loca	per	term

inos,	vobis	dam
us	

et	per	populationem
	dictorum

	locorum
	et	om

nium
	aldearum

,	
sive	alcarearum

	suarum
,	et	totius	term

ini	eiusdem
,	vobis	

predictis	et	vestris	dam
us	et	concedim

us,	et	num
ero	

om
nium

	populatorum
	quos	ibi	venerint	ad	populandum

,	ad	
quos	eis	ibidem

	fuerint	assignate	hereditates	per	M
artinum

	
Periz	et	a	D

om
inico	V

illarroya,	quos	ad	dividendas	inter	vos	
et	ipsosm

et	ibi	hereditates	dictorum
	locorum

,	propter	quod	
donam

us,	assignam
us	et	successoribus	illorum

	in	perpetuum
,	

cum
	planis,	riguis,	arboribus,	m

ontibus,	vallibus,	term
inis	et	

plantis,	pasquis,	herbis,	lignis,	garriciis,	devesiis,	piscariis,	
aquis	et	aqueductibus,	furnis,	m

olendinis,	introitibus,	
exitibus,	afrontationibus,	term

inis	et	suis	pertinentiis	
universis	a	celo	in	abiso.

　
（
38
）		Sub	hac	form

a	et	pro	hac	donatione	et	populatione,	sitis	
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sequi,	nisi	tantum
	per	terram

	nostram
,	quociescum

que	novis	
visum

	fuerit	de	dicta	seda	penitus	faciatis	novis	et	nostris.

　
（
50
）		Item

,	dam
us	vovis	populatoribus	et	vestris,	et	laudam

us	
et	concedim

us,	totam
	prim

iciam
	dicti	castri,	prout	et	vos	et	

vestri	sustineatis	m
uros	dicti	castri,	et	carrerias	et	eclesiam

	
et	quidquid	fuerit	m

inisterium
,	libris,	cam

panis,	et	om
nibus	

aliis,	ut	m
elius	videbitur	vestre	voluntati.

　
（
51
）		Predictas	hereditates	habeatis,	teneatis,	posideatis,	cum

	
m

ontibus,	planis,	nem
oris,	lignis,	cum

	venatione	et	piscariis	
pro	om

ni	rivo,	cum
	caza,	et	aquis,	ribis,	et	cum

	portis	
m

axim
is	et	m

inim
is,	cum

	secano	et	sub	riguo,	cum
	om

nibus	
arboribus	paniferis	vel	im

paniferis	cuiusque	generis	sint,	et	
cum

	pascuis,	hervis	viridis	et	siccis,	et	cum
	herm

is	et	
laboratis,	et	cum

	om
nibus	iuribus	et	pertinentiis,	et	

apendenciis	sive	adjacenciis	que	dici	vel	nom
inari	possint,	

sicut	pertinet	et	pertinere	debet	predictis	hereditatibus	
vestro	bono	intelectui	et	vestrorum

,	ad	habendum
,	

vendendum
,	dandum

,	perm
utandum

,	alienandum
,	

atribuendum
	et	quidquid	volueritis	faciendum

,	preter	
sanctis	et	personis	religiosis;	siquis	autem

	quilibet	posint	
tenere	et	excam

biare	et	perm
utare	solum

m
odo	novis	et	

nostris	faciat	fidelitatem
	et	hom

enaje,	et	sit	ovediente	cum
	

bono	basalo	suo	dom
ino.

　
（
52
）		Et	nos	dom

inus	Blascus	Exem
enez,	per	nos	et	nostros	

dam
us,	laudam

us	et	concedim
us	atque	firm

iter	statuim
us,	

quod	vos	populatores,	vel	qui	post	vos	fuerint	heredes	
vestri,	quod	in	quolibet	anno	m

itatis	et	eligatis	justitiam
	et	

portelati	cuiusque	volueritis	m
itere	et	illi	coram

	nostram
	

C
abanes	Pecourt,	La	repoblación	de	los	aragoneses	en	

V
alencia,	Bajar al reino,	pp.	13-29.

　
（
43
）		A

RV
,	Real	Justicia.	vol.	805,	f.	464-465;	A

V
JI,	doc.	no.	349	

(1258,	V
II,	7).

　
（
44
）		A

CV
,	Pergam

inos,	no.	5013;	A
V

JI,	doc.	no.	348	(1262,	X
,	

22).

　
（
45
）		A

CV
,	Pergam

inos,	no.	2413	(1260,	V
III,	29);	A

CA
,	D

iversos,	
Sástago,	223	(Lío	R),	no.	001;	A

.	E.	Lacuesta	Contreras,	Liber 
instrum

entorum
 de la Catedral de V

alencia. E
dición crítica 

y estudio,	T
esis	doctoral	(U

niversitat	de	V
alència),	2013,	pp.	

303-306.	

　
（
46
）		A

C
V

,	Pergam
inos,	no.	2322	(1268,	II,	10);	E

.	O
lm

os	y	
Canalda,	Inventario de los pergam

inos del A
rchivo de la 

C
atedral de V

alencia,	V
alencia,	1961,	pp.	50-51;	A

.	E
.	

Lacuesta	Contreras,	Liber instrum
entorum

,	p.	133.

　
（
47
）		A

CV
,	Pergam

inos,	no.	2323	(1277,	IX
,	20);	E.	O

lm
os	y	

Canalda,	Inventario de los pergam
inos,	p.	68;	A

.	E.	Lacuesta	
Contreras,	Liber instrum

entorum
,	p.	134-141.

　
（
48
）		A

D
PC,	Secció	H

istòrica,	M
s.	A

renós,	f.	12v-13v;	A
V

JI,	doc.	
no.	344	(1271,	IV

,	6).

　
（
49
）		A

	vos	Francisco	Perez,	et	M
artin	Gil,	et	Sancho	M

orello,	
et	A

ndree	de	V
asaci,	et	M

icaeli	de	Caballo,	et	Joanni	de	
C

oves,	E
xim

enii	de	R
ada,	D

om
inico	Perez	de	C

alasanz,	
Petro	T

orlano,	Joanni	de	Zaragoza,	et	om
nibus	aliis	

presentibus	et	futuris	ibi	com
orantibus	atque	

supervenientibus,	et	vestrorum
	successorum

,	dam
us	inquam

	
predictas	hereditates	francas,	foras,	quitas,	de	peyta	et	de	
m

onedaje,	de	cenis,	de	oste	et	cabalcata,	quod	non	teneam
ini	
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一
八
日
に
も
あ
ら
た
め
て
発
給
さ
れ
て
い
る
。A

CA
,	Real	

Cancillería,	registro	59,	f.	75	(1282,	V
III,	27),	f.	99v	(1282,	IX

,	
20).	

こ
れ
は
、
ア
ル
ダ
が
み
ず
か
ら
の
裁
判
権
を
行
使
し
て
い
る
こ
と

を
う
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ム
レ
ー
リ
ャ
の
フ
ス
テ
ィ
シ
ア
は
一
〇
月

二
〇
日
、
ア
ル
ダ
が
逮
捕
し
た
人
び
と
を
解
放
す
る
ま
で
バ
ロ
ニ
ア
に

公
証
人
を
派
遣
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。A

CA
,	Real	

Cancillería,	registro	59,	f.	128v	(1282,	X
,	20).	

国
王
任
命
の
公
証

人
に
一
本
化
す
る
（
公
証
人
の
任
命
権
を
国
王
が
独
占
す
る
）
の
も
ま

た
、
既
存
の
諸
特
権
の
縮
小
・
剥
奪
の
一
環
で
あ
っ
た
。

　
（
61
）		L.	González	A

ntón,	Las U
niones aragonesas y las Cortes 

del R
eino (1283-1301),	II:	D

ocum
entos,	pp.	37,	40.

　
（
62
）		E.	Sarasa	Sánchez,	E

l Privilegio G
eneral de A

ragón. La 
defensa de las libertades aragonesas en la E

dad M
edia,	

Zaragoza,	1984,	pp.	79-90.

　
（
63
）		A

RV
,	Real	Cancillería,	Pergam

inos	reales,	no.	138	(1283,	X
,	

3).

　
（
64
）		S.	M

.	Cingolani,	D
iplom

atari de Pere el G
ran,	doc.	no.	360	

(1283,	X
II).

　
（
65
）		L.	González	A

ntón,	Las U
niones aragonesas,	pp.	198,	236-

238,	245.

　
（
66
）		A

CA
,	Real	Cancillería,	registro	81,	f.	181	(1290,	IX

,	7),	186	
(1290,	IX

,	8);	registro	85,	f.	136v	(1291,	IV
,	11),	137v	(1291,	IV

,	
11),	138	(1291,	IV

,	12),	159	(1291,	V
,	15).

　
（
67
）		A

CA
,	Real	Cancillería,	registro	57,	f.	231v	(1285,	X

,	19).	

　
（
68
）		R.	I.	Burns,	D

aughter	of	A
bū	Zayd,	doc.	no.	17	(1299,	IV

,	7).

　
（
69
）		A

RV
,	Real	Justicia,	vol.	808,	f.	77v-83v;	A

V
JI,	doc.	no.	364	

(1301,	V
,	5).	

フ
ェ
ラ
ン
ド
・
エ
シ
メ
ー
ネ
ス
が
み
ず
か
ら
の
相
続
財
産

を
ほ
と
ん
ど
処
分
し
て
し
ま
っ
た
理
由
は
ほ
ぼ
異
論
の
余
地
が
な
い
。

representem
ini	representari,	et	nos	confirm

em
us.

　
（
53
）		C.	Contel	Barea,	E

l císter zaragozano en los siglos X
III y 

X
IV

. A
badía de N

uestra Señora de R
ueda de E

bro,	t.	II:	
D

ocum
entos,	doc.	no.	126	(1272,	I,	8).

　
（
54
）		A

CA
,	Real	Cancillería,	Sástago,	pergam

ino	no.	23;	A
V

JI,	
doc.	no.	362	(1272,	V

,	9).

　
（
55
）		C.	Contel	Barea,	E

l císter zaragozano,	doc.	no.	128	(1275,	V
,	

6).

　
（
56
）		A

CA
,	Real	Cancillería,	registro	19,	f.	186	(1274,	X

I,	15).	

　
（
57
）		A

CA
,	Real	Cancillería,	registro	41,	f.	53	(1279,	IV

,	4),	58v	
(1279,	IV

,	9),	103v	(1279,	V
II,	13),	115v	(1279,	V

II,	24);	registro	
48,	f.	82v	(1280,	V

,	14),	f.	62v	(1280,	V
I,	27);	registro	50,	f.	144	

(1281,	V
III,	10);	registro	44,	f.	224v	(1282,	IV

,	27);	registro	59,	
f.	75	(1282,	V

III,	27),	f.	99v	(1282,	IX
,	18),	f.	128v	(1282,	X

,	20),	
f.	163	(1282,	X

I,	15).

　
（
58
）		A

CV
,	Pergam

inos,	no.	1359	(1279	ó	1280,	IV
,	21).

　
（
59
）		J.	Rius	Serra,	R

ationes decim
arum

 H
ispaniae (1279-1280),	

2	vols.,	Barcelona,	1947,	t.	1,	p.	266:	Item
	a	dom

ina	A
lda	pro	

quibusdam
	redditibus	ecclesiasticis	quos	ocupaverat,	pro	

sex	annis;	Item
	a	Petro	Lupi,	rectore	ecclesiam

	Rivi	de	
M

illaris	pro	sex	annis.

　
（
60
）		

バ
ロ
ニ
ア
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
次
の
よ
う
な
例
が
ま
さ
し
く
そ
の

一
環
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ペ
ド
ロ
三
世
は
一
二
八
二
年
八
月
二
七
日
、

王
領
地
ム
レ
ー
リ
ャ
の
フ
ス
テ
ィ
シ
ア
に
、
父
王
の
命
令
以
来
、
そ
の

管
区
に
お
け
る
刑
事
裁
判
権
（m

erum
	im

perium

）
の
行
使
は
、
相

手
が
貴
族
・
騎
士
で
あ
れ
、
同
フ
ス
テ
ィ
シ
ア
の
管
轄
に
帰
せ
ら
れ
る

の
で
、
ア
ル
ダ
の
所
領
に
お
い
て
も
刑
事
裁
判
に
か
か
わ
る
案
件
に
か

ぎ
り
こ
れ
を
執
行
す
る
こ
と
と
命
じ
て
い
る
。
こ
の
令
状
は
同
年
九
月
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de	la	septa	perm
anent,	que	dentro	de	estos	cinco	años	del	

dito	servicio,	que	non	dades	ni	seades	tenidos	de	dar	
herbaje	alguno,	ni	otra	pecha,	y	cum

plidos	los	cinco	años	del	
dito	hervaje	será	nuestro,	y	de	los	nuestros,	porque	de	lo	
que	nos	querem

os	que	cum
plidos	los	ditos	cinco	años,	que	

vos	y	los	vuestros	de	deseades	tenidos	de	dar	por	cada	un	
año,	en	la	fiesta	de	san	M

iguel	de	setiem
bre,	por	todos	

tiem
pos,	600	sueldos	reales,	y	libras	para	una	cena,	y	solos	

los	nuestros,	que	a	vos	y	a	los	vuestros	de	los	cinco	años	
adelante,	que	algún	pedido	ni	m

anda,	no	vos	podam
os	

m
anifiesta	ni	escondida,	sino	tan	solam

ente	para	nuestra	
caballería,	e	por	casam

iento	de	fillos,	a	por	pasar	m
ar.	/	E	a	

m
ayor	cum

plim
iento	de	la	dicha	gracia,	querem

os	e	
atorgam

os	que	saga	cada	una	casa	de	vosotros,	e	de	los	
vuestros	descendientes	de	vos	en	vuestras	tierras	de	
regadío,	cada	tres	jornales	de	tierra	para	vuestros	cáñam

os,	
y	linos,	hortalizas,	de	las	quales	non	dedes	ni	seades	tenidos	
de	dar	diezm

os,	ni	de	potros,	ni	de	pollinos,	ni	de	bezerros,	
ni	de	pollos	en	ningún	tiem

po,	vos	ni	los	vuestros;	y	la	
prim

icia,	que	será	vuestra	e	de	los	vuestros	para	siem
pre.	/	

Encara	per	nos	a	los	nuestros	confessam
os	e	otorgam

os	a	
vos,	e	a	los	vuestros,	todos	fueros	y	costum

bres	d

�Aragó.	/	
E

npero	retenem
os	en	nos	e	los	nuestros,	todos	otros	

derechos	y	señorías,	assí	cibiles	com
o	crim

inales,	que	
siem

pre	hem
os	acostum

brado	de	haber,	e	vuestes	e	
cabalgadas,	m

as	no	alteración	de	aquellas.	

な
お
、
ア
ラ
ビ
ア
数

字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
現
存
す
る
当
該
『
ア
レ
ノ
ス
写
本
』
が

一
八
世
紀
後
半
の
コ
ピ
ー
だ
か
ら
で
あ
る
。

彼
は
、
一
三
〇
二
年
の
カ
ル
タ
ベ
ッ
ロ
ッ
タ
条
約
に
よ
り
シ
チ
リ
ア
領

有
戦
争
が
事
実
上
終
結
し
、
戦
争
の
場
を
失
っ
た
ア
ル
モ
ガ
バ
レ
ス
、

す
な
わ
ち
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
傭
兵
団
に
参
加
し
て
東
地
中
海
へ
と
向
か
っ

た
の
で
あ
る
。
団
長
ロ
ジ
ェ
・
ダ
・
フ
ロ
ー
と
対
立
し
て
一
度
は
離
れ

る
も
復
帰
し
、
同
じ
く
バ
ル
ナ
ッ
ト
・
ダ
・
ロ
カ
フ
ォ
ー
ル
と
対
立
し

な
が
ら
も
僚
友
ベ
レ
ン
ゲ
ー
ル
・
デ
・
エ
ン
テ
ン
サ
が
戦
死
す
る
ま
で

傭
兵
団
で
転
戦
し
た
が
、
離
団
後
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
で
ビ

ザ
ン
ツ
皇
帝
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
二
世
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
に
仕
え
、（
か
つ

て
の
ロ
ジ
ェ
・
ダ
・
フ
ロ
ー
や
ベ
レ
ン
ゲ
ー
ル
・
デ
・
エ
ン
テ
ン
サ
と

同
じ
く
）
メ
ガ
ス
・
ド
ゥ
ク
ス
の
官
職
を
得
る
と
と
も
に
、
そ
の
姪
テ

オ
ド
ラ
を
娶
っ
て
い
る
。F.	Giunta,	A

ragoneses y catalanes en el 
M

editerráneo,	Barcelona,	1989,	pp.	100-105.

　
（
70
）		A

RV
,	Real	Justicia,	vol.	808,	f.	83v-87v;	A

V
JI,	doc.	no.	376	

(1308,	III,	6).

　
（
71
）		A

CA
,	Real	Cancillería,	registro	85,	f.	119	(1291,	III,	20).

　
（
72
）		A

RV
,	M

anam
ents	i	Em

pares,	1640,	llibre	3,	m
à	23,	f.	10v-

13;	E.	Guinot	Rodríguez,	Cartes de poblam
ent,	doc.	no.	225	

(1292,	X
,	15).

　
（
73
）		A

CA
,	Real	Cancillería,	registro	205,	f.	153	(1307,	III,	20).

　
（
74
）		A

H
P

Z
,	C

olección	de	la	C
om

isión	P
rovincial	de	

M
onum

entos	de	Zaragoza,	carpeta	65,	no.	0432	(1316,	X
II,	3).

　
（
75
）		A

D
PC,	Secció	H

istòrica,	M
s.	A

renós,	f.	19-20;	A
V

JI,	doc.	
no.	385	(1317,	V

III,	8):	

…de	hoy	que	esta	carta	es	fecha	en	
cinco	años	próxim

os	venientes	7.500	sueldos,	es	a	saber	por	
cada	un	año	de	ésta	en	la	fiesta	de	san	M

iguel	del	m
es	de	

setiem
bre	1.500	sueldos.	/	Q

ueriéndoos	dar	galardón	e	
m

andato	de	los	ditos	servicios,	querem
os	que	otorgássem

os	
a	vos	e	a	los	vuestros	presentes	e	esdevenideros,	la	gracia	
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su	m
uger,	dieron	y	ofrecieron	a	su	prim

ogénito	hijo,	el	noble	
don	Pedro	Jordán	de	A

renoso,	en	contem
plación	del	

m
atrim

onio	con	doña	M
arquesa	López	de	Rada,	hija	del	

noble	don	L
ópez	de	R

ada,	de	N
avarra,	y	de	doña	

Brunisenda,	señores	de	Rada;	Prim
eram

ente	le	ofrecieron	el	
castillo	y	villa	de	A

renoso,	con	todos	sus	térm
inos,	m

ás	el	
castillo	de	M

ontán,	m
ás	la	villa	de	A

rañuel,	m
ás	el	castillo	y	

villa	de	Cirat	con	sus	térm
inos,	m

ás	el	castillo	y	villa	del	
T

orm
o,	m

ás	el	lugar	de	T
orrechiva,	m

ás	el	castillo	y	villa	de	
T

uega,	m
ás	el	castillo	y	villa	de	Espadilla,	m

ás	el	castillo	y	
villa	de	Buey	N

egro	con	sus	alquerías,	m
ás	A

rgelita,	m
ás	

Ballat,	m
ás	Ludiente,	m

ás	el	castillo	y	villa	de	V
illam

alur	
con	sus	alquerías,	térm

inos	y	pertenencias,	y	la	villa	de	
V

illaherm
osa	con	todos	sus	térm

inos.

　
（
79
）		A

RV
,	Real	Justicia.	vol.	24,	f.	482v-486;	A

V
JI,	doc.	no.	382	

(1319,	X
II,	3):	Sepan	quantos	esta	presente	carta	vedrán	et	

hodrán,	que	nos	don	Pero	Jurdan	de	A
renoso,	et	dona	

M
arquesa	Llopiz	de	Rada,	m

uger	de	él,	de	cierta	scientia,	
acordadam

ent	et	aconseyllada,	non	forzados	ni	enductos	ni	
en	alguna	cossa	engañados,	antes	de	m

uy	buenos	corazones	
et	agradables	voluntades,	havido	conseyllo,	delliberación,	
dam

os,	hotorgam
os	en	pura	et	perfeta	et	acabada	donación,	

farem
os	luego	de	presente	a	vos,	Gonzalvo,	fijo	nuestro,	el	

castiello	y	villa	de	A
renoso,	el	castillo	y	villa	de	M

ontán,	con	
sus	alcareas,	et	la	vila	de	A

raynuel,	et	el	castiello	et	villa	de	
Zirat,	et	el	castiello	del	T

orm
o,	et	la	alcharea	de	T

orrechiva,	
et	el	castiello	et	villa	de	T

uega,	et	el	castello	et	villa	de	
Espadieylla,	et	el	castillo	de	Buey	N

egro,	con	sus	alcareas,	

　
（
76
）		A

D
PC,	Secció	H

istòrica,	M
s.	A

renós,	f.	18;	A
V

JI,	doc.	no.	
384	(1317,	V

III,	21):	D
.	Gonzalbo	y	D

a	U
raca	Jordán	de	Peña,	

su	m
uger,	por	sí	y	los	suyos,	y	successores,	por	m

uchos	y	
agradables	beneficios	que	la	villa	de	V

illaherm
osa	les	havía	

hecho	a.ssí	y	a	sus	antececesores,	y	que	los	continuaban,	y	
que	voluntariam

ente	por	entonces	dicha	villa	les	dava	60.000	
sueldos	para	afranquezer	dicha	villa	y	varonía	que	dicho	
señor	tenía	enpeñada,	hizieron	gracia	a	dicha	villa,	que	de	
allí	adelante	no	pagase	m

ás	pechas	que	1.000	sueldos	en	la	
fiesta	d

e	san
	M

ig
u

el	d
e	setiem

b
re,	y

	q
u

e	n
o	

estuviesenobligados	a	hazerles	servicio	alguno.	/	M
ás	

hicieron	a	la	villa	la	gracia	de	carta	de	erbaje.	/	M
ás,	que	no	

estén	obligados	a	pagar	diezm
os	de	cáñam

os,	linos,	
hortalizas,	de	frutos	de	árboles,	lechares,	potros,	vezerros,	
pollos,	pollinos,	ni	de	abenas.	/	C

onfirm
aron	todas	las	

costum
bres	y	fueros	de	A

ragón,	y	las	cartas	de	poblaciones	
de	dicha	villa,	dadas	y	otorgadas	por	los	antecessores.	/	
Confirm

aron	la	donación	de	la	prim
icia,	y	se	ofrecieron	a	no	

contradecir	ni	revocar	lo	sobre	dicho.	/	Se	reservaron	
dichos	señores	para	sí	y	los	suyos	el	hospedaje	y	caballerías,	
pero	no	la	redem

pción	de	aquéllas,	sino	personalm
ente	

hazederas,	m
as	que	les	ayan	de	dar	cada	un	año	una	cena	o	

200	sueldos,	a	voluntad	de	la	villa.

　
（
77
）		A

RV
,	Real	Justicia,	vol.	808,	f.	88-88v;	A

V
JI,	doc.	no.	380	

(1315,	I,	18).

　
（
78
）		A

D
PC,	Secció	H

istòrica,	M
s.	A

renós,	f.	16-17;	A
V

JI,	doc.	
no.	383	(1319,	IV

,	8):	El	noble	don	Gonzalbo	X
im

énez,	señor	
de	A

renoso,	y	la	noble	señora	doña	U
rraca	Jordán	de	Peña,	
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（
80
）		A

D
PC,	Secció	H

istòrica,	M
s.	A

renós,	f.	39	(1325,	IV
,	16).

　
（
81
）		A

CA
,	Real	Cancillería,	registro	482,	f.	113-114	(1330,	X

I,	4).

　
（
82
）		A
CA

,	Real	Cancillería,	registro	435,	f.	131v-132	(1329,	V
III,	

29).

　
（
83
）		A

V
JI,	doc.	no.	367	(1331,	III,	15):	Et	los	dits	en	Johan	de	

Casa	et	en	Pere	Serrano,	et	en	Esthevan	Just,	contradien	e	
no	[.....]	a	la	dita	protestació	e	requisició,	e	negar	les	coses	en	
aquella	contengudes	eren	veres	[.....]	con	són	contra	ells	tant	
solam

ent	proposades,	e	no	en	plus	dien	que.l	dit	noble	en	
Sanç	d

�Orta	no	pot	ni	deu	requerir	ço	que	requer,	com
	ell	

no	sia	senyor	dels	dits	lochs	de	V
ilaferm

osa	ne	de	Cirat,	ne	
ha	dret	alcú	en	aquells,	per	tal	determ

enat	és	stat	per	lo	
senyor	rey	don	A

lfonso,	per	sentència	per	aquell	donada	
appellacione	et	supplicacione	rem

ota,	que.l	dit	noble	Sanç	
d

�Orta	no	ha	dret	alcú	en	lo	dit	loch	de	V
ilaferm

osa	ni	en	
los	hòm

ens	que	aquell	tenia	lo	dit	loch,	quan	lo	tenia	per	
algun	just	títol,	[.....	.....	.....]	han	assí	occupat	fortívolm

ent	e	
s

�ere	alçat	en	aquell,	perquè	lo	dit	senyor	rey	feu	traure	lo	
dit	noble	del	dit	castell	e	vila,	e	aquell	liurà	a	la	noble	dona	
M

arquesa	Lópiç	de	Rada,	axí	com
	a	senyora	dels	dits	lochs	

e	m
ans,	e	als	habitadors	del	dit	loch	que	a	la	dita	noble	

feesen	sagram
ent	e	feeltat,	e	aguesen	[.....	.....]	térm

ens	[.....	.....]	
senyora,	o	qui	ella	volrria,	segons	que	en	la	dita	sentència	
longam

ent	[.....	.....]	la	qual	sentència	[.....	.....]	ha	que	és	passada	
en	cosa	jutjada.	/	E	com

	ells	sien	vassalls	[.....]	noble	dona,	
dien	que	ells	són	venguts	en	la	ciutat,	de	m

anam
ent	de	la	

dita	noble	senyora	[.....	.....	.....	.....	.....	.....]	noble	Gonçalbo	D
ieç,	

fill	seu,	o	a	aquella	qui	[.....	.....]	loch	seu	[.....]	tots	[.....	.....	.....	.....]	e	

las	quales	son	A
rgelita	et	Ludien,	et	et	castieyllo	et	villa	de	

V
illam

alur	con	sus	pertinencias,	las	quales	son	el	castillo	de	
A

yodar,	el	F
uentes,	et	V

illahaaleva,	et	B
erniches,	et	el	

castieyllo	et	villa	de	V
illam

alea,	et	la	villa	de	Zuquayna,	et	el	
castieyllo	et	la	villa	de	C

ortes,	et	T
orralva	que	es	

pertinencia	del	castillo	de	V
illam

alur.	/	Los	quales	
sobreditos	castieyllos	son	en	el	reyno	de	V

alencia,	et	
afruentan	con	R

uvielos	e	con	N
overuelas,	et	con	san	

A
gustín,	aldea	de	T

eruel,	e	con	Pina,	et	con	Castielm
ontán,	

et	con	Pavías,	et	con	M
atet,	et	con	V

al	de	A
lm

onazir,	et	con	
Jinquer,	et	con	Zuera,	et	con	A

nsara,	et	con	A
rrayna,	et	con	

Luzena,	et	con	Chodos,	et	con	V
istabeylla,	et	con	el	Puerto	

de	V
engalm

ón,	et	con	Castielvispal,	et	Zuara.	

た
だ
、
こ
こ
で

列
挙
さ
れ
た
隣
接
物
の
記
述
は
か
な
ら
ず
し
も
正
式
か
つ
明
確
な
境
界

標
識
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、

テ
ル
エ
ル
属
域
村
落
の
ル
ビ
エ
ロ
ス
、
ノ
ゲ
ル
エ
ラ
ス
、
フ
エ
ン
テ
ス
、

サ
ン
・
ア
グ
ス
テ
ィ
ン
と
、
バ
ロ
ニ
ア
の
ビ
リ
ャ
エ
ル
モ
ー
サ
お
よ
び

コ
ル
テ
ス
・
デ
・
ア
レ
ノ
ス
と
の
境
界
が
紛
争
の
対
象
と
な
っ
て
ひ
と

た
び
合
意
を
み
た
も
の
の
、
そ
れ
以
来
、
正
式
な
境
界
画
定
が
行
わ
れ

て
い
な
か
っ
た
の
で
、
ハ
イ
メ
二
世
が
一
三
二
二
年
三
月
一
七
日
、
国

王
役
人
に
そ
れ
を
執
行
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。A

CA
,	

Real	Cancilleríal,	registro	174,	f.	128v	(1322,	III,	17):	Per	parte	
universitatis	aldearum

	ville	T
urolii	extitit	hum

illiter	
dem

onstratum
	quo	cum

	carta	diu	est	uerteretur	inter	
hom

ines	locorum
	de	R

uvihuelos,	de	N
ogueruelas,	de	

Fontibus	et	de	Sancto	A
ugustino	aldeis	dicte	villis	ex	part	

una	et	hom
ines	locorum

	de	V
illa	Ferm

osa,	de	Cortes	et	de	
A

renoso.
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cedere	decrevistis	nobis	aliquam
	gratiam

	faciam
us.

　
（
86
）		A

M
V

,	Lletres	m
issives,	G-3,	f.	11-13	(1334,	V

II,	29)	i	13v	
(1334,	V

II);	V
.	B

aydal	Sala,	E
ls fonam

ents del pactism
e 

valencià. Sistem
es fiscals, relacions de poder i identitat 

col·lectiva al regne de V
alència (c. 1250 - c. 1365),	T

esi	
doctoral	(U

niversitat	Pom
peu	Fabra)	,	2011,	p.	549:	per	raon	

dels	furs	d

�Aragó,	los	quals	los	sobredits	afferm
en	si	haver	e	

deure	d

�aquells	usar

…	m
olt	que	en	Gonçalbo	D

íez	d

�Arenós	
se	m

eta	en	tal	qüestió	ab	lo	senyor	rey	ne	ab	lo	General	del	
regne,	car	cert	és	que·ls	hòm

ens	de	V
ilaferm

osa	e	ell	són	
subjugats	e	deuen	ésser	a	fur	de	V

alència,	e	abans	que·l	
senyor	rey	en	Pere	anàs	e	passàs	en	Sicília	ell	e	els	seus	e	
tots	los	nobles	del	regne	eren	de	fur	de	V

alència.

（
広
島
大
学
大
学
院
人
間
社
会
科
学
研
究
科
）

ordenança,	axí	com
	a	bons	vassalls	e	leals	són	tenguts	fer	

per	[.....	.....	.....]	les	dites	requestes	per	lo	dit	noble	Sanç	
d

�Orta,	com
	ells	no	ajen	ne	tinguen	aquell	ni	[.....]	per	senyor	

lur	d
�els	[.....	.....]	sinó	solam

ent	la	dita	noble	dona	e	el	dit	fill	
seu,	segons	que	ella	plaurà	[.....	.....	.....	.....]	m

anar	a	ells,	ans	
expressam

ent	et	neguen	los	dam
unt	dits	en	Johan	[de	Casa],	

en	Pero	Soriano,	en	D
om

ingo	Erau	e	Sthevan	Just,	que	
alcun	dret	pertange	en	los	dits	castells	e	lochs	al	dit	en	Sanç	
d

�Orta,	ni	a	altre	per	aquell,	per	què	si.s	volgués	[.....]	pogire	
callar	de	requerir,	com

	que	request	ha,	e	de	protestar	que	
[.....	.....]	li	rom

angue	salvu	sobre	ço	en	que	dret	[.....]	ni	li	
pertany.

　
（
84
）		A

CA
,	Real	Cancillería,	registro	531,	f.	99v	(1332,	III,	16).

　
（
85
）		A

CA
,	Real	Cancillería,	registro	482,	f.	113-114	(1330,	X

I,	4):	
pro	nostro	servicio	propter	utilitatem

	totius	regni	V
alencie	

inter	cuius	regnicolas	super	foris	A
ragonum

	et	V
alencie	et	

eorum
	observantiam

	m
agna	divisio	atque	contencio	

vertebatur	que	toto	regno	et	habitantibus	in	eodem
	

vehem
ens	desolacionis	exordium

	m
inabatur	reiecto	foro	

A
ragonum

	que	hactenus	usus	fuistis	per	quem
	vobis	et	locis	

vestris	subscriptis	libertates	plurim
e	com

petebantur.	N
unc	
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